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は
じ
め
に

今
日
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
取
引
を
行
う
際
の
一
手
段
で

あ
る
こ
と
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
内
取
引
に
限

ら
ず
国
際
取
引
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
既
に
以
前
よ
り
、
例

え
ば
日
本
の
ネ
ッ
ト
事
業
者
が
中
国
語
や
韓
国
語
に
よ
る
サ
イ
ト

を
作
成
し
、
ネ
ッ
ト
通
販
事
業
を
行
い
（
1
）
、
ま
た
、
日
本
の
自
動
車

中
古
部
品
流
通
企
業
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
在
庫
・
価
格
情
報

を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
で
展
開
す
る
こ
と

ま
で
行
わ
れ
て
い
る
（
2
）
。
政
府
も
、
情
報
通
信
技
術
が
新
た
な
産
業

の
育
成
と
雇
用
の
拡
大
に
有
用
と
考
え
、
積
極
的
に
コ
ン
テ
ン
ツ

の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
向
け
た
取
組
み
を
推
進
し
て
い
る
（
3
）
。
こ

う
し
た
国
境
を
越
え
た
電
子
商
取
引
の
一
般
化
に
伴
っ
て
、
国
境

を
越
え
た
電
子
商
取
引
紛
争
も
増
加
し
て
い
る
（
4
）
。

電
子
商
取
引
の
先
進
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
既
に
電
子
商

取
引
を
巡
る
無
数
の
国
際
・
州
際
事
件
が
発
生
し
（
5
）
、
特
に
国
際
裁

判
管
轄
に
つ
い
て
の
議
論
が
学
説
上
で
も
盛
ん
で
あ
る
（
6
）
。
し
か

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論

中　
　

村　
　
　
　
　

進
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月
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（
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七
九
二
）

幾
つ
か
に
も
触
れ
な
が
ら
紹
介
し
、
最
後
に
若
干
の
検
討
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
こ
れ
ら
の
論
文
で
、
彼
が

「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
（cosm

opolitan vision

）」
と
名
づ
け

る
理
論
に
基
づ
い
て
独
自
の
抵
触
法
理
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、

彼
自
身
は
専
ら
抵
触
法
上
の
問
題
を
論
じ
る
研
究
者
と
い
う
よ
り

も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
や
国
際
法
上
の
問
題
を
扱
う
研
究
者
で

あ
り
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
特
に
初
期
に
書

か
れ
た
論
文
に
お
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
も
の
が
中

心
で
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ア
マ
ン
が
展
開
す
る
理
論
は
、
抵
触
法
に

関
す
る
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
具
体

的
な
準
拠
法
選
択
の
ル
ー
ル
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
コ

ン
セ
プ
ト
自
体
も
、
過
度
な
理
想
主
義
に
立
ち
、
必
ず
し
も
現
実

的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
こ
で
紹

介
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
今
後
も
ま
す
ま
す
発
展
と
す
る
と
思

わ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
関
わ
る
国
際
的
紛
争
の
準
拠
法
の
問

題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
理
論
に
参
考
に
な
る
点
が
少
な

く
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
上
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
紛
争
に
限
定

し
た
が
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
そ
の
理
論
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
紛

争
に
限
定
し
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
代
の
よ
う
な
グ

し
、
裁
判
管
轄
の
議
論
と
比
較
す
る
と
、
準
拠
法
の
問
題
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と

し
て
、
電
子
商
取
引
紛
争
に
つ
い
て
も
伝
統
的
抵
触
法
理
論
が
妥

当
し
、
改
め
て
特
別
な
ル
ー
ル
を
考
え
る
必
要
は
な
い
と
み
て
い

る
と
い
う
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
元
来
、
裁

判
管
轄
の
議
論
が
中
心
で
、
法
廷
地
州
の
裁
判
管
轄
が
容
認
さ
れ

る
と
、
自
動
的
に
法
廷
地
州
法
を
準
拠
法
と
す
る
傾
向
が
強
い
こ

と
（
7
）
、
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
上
、
法
廷
地
の
ポ
リ
シ
ー
を
考
慮
す
べ
き

だ
と
す
る
法
廷
地
法
優
先
の
考
え
方
が
有
力
に
存
す
る
こ
と
（
8
）
、
準

拠
法
選
択
と
法
廷
地
選
定
と
が
ほ
ぼ
同
一
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
考
慮

し
、
合
一
的
に
処
理
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
（
9
）
な
ど
に
起
因
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
新
た
な
理
論
を
展
開
さ
せ
、

そ
の
中
で
抵
触
法
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
と
主
張

し
て
い
る
の
が
、
本
稿
で
紹
介
と
簡
単
な
検
討
を
行
う
、
ベ
ア
マ

ン
（P

aul S
chiff  B

erm
an

）
の
一
連
の
論
文
で
あ
る
。

ベ
ア
マ
ン
は
、
二
〇
〇
二
年
に
公
表
し
た
論
文
を
嚆
矢
と
し
（
10
）、
以

来
、
様
々
な
著
作
を
公
表
す
る
が
、
そ
の
中
で
ほ
ぼ
一
貫
し
た
自

説
を
展
開
す
る
。
本
稿
は
、
ベ
ア
マ
ン
の
抵
触
法
に
つ
い
て
の
考

え
が
最
初
に
且
つ
最
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
二
〇
〇
五

年
の
論
文
（
11
）
を
中
心
に
、
そ
の
前
後
に
公
表
さ
れ
た
諸
論
文
（
12
）
の
中
の
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
三
）

す
基
準
と
し
て
、
物
理
的
所
在
や
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ

け
で
な
く
、
他
に
日
々
の
生
活
の
中
で
所
属
す
る
様
々
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
登
場
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
展
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
環
境
が
変
化
し
た
た
め
、

裁
判
管
轄
シ
ス
テ
ム
は
、
場
所
、
距
離
、
国
境
及
び
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
い
っ
た
現
在
の
社
会
概
念
に
合
致
し
て
い
な
い
と
ベ
ア
マ

ン
は
見
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
国
家
だ
け
が
司
法
権
に
お
け
る
唯
一

の
プ
レ
ヤ
ー
で
あ
る
の
か
、
ま
た
法
が
容
認
で
き
る
別
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
所
属
の
形
態
は
存
在
す
る
の
か
の
問
題
を
提
起
す
る
と
す

る
。
そ
の
上
で
、
現
在
の
裁
判
管
轄
シ
ス
テ
ム
は
、
地
理
的
な
領

域
に
基
づ
き
、
主
権
を
有
す
る
団
体
つ
ま
り
国
家
が
唯
一
可
能
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
当
然
と
考
え
る
が
、

物
理
的
領
域
と
地
理
的
国
境
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
決
定
す
る
た

め
の
唯
一
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
適
切
な
も
の
で
も
な
い
。
過

度
に
狭
く
国
家
の
み
に
絞
る
こ
と
は
、
そ
の
他
に
世
界
中
に
存
在

す
る
複
数
の
、
相
互
に
重
複
し
て
い
る
、
非
国
家
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
概
念
を
正
当
に
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
と
断
定
す
る
（
15
）
。

つ
ま
り
、
人
は
国
家
、
郡
、
町
と
い
っ
た
政
治
的
グ
ル
ー
プ
に

所
属
す
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
法
人
、
業
界
団
体
、
組
合
、
イ
ン

ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
最
も
適
切
な
紛
争
解
決
方

法
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
国
際
私
法

全
体
に
と
っ
て
興
味
の
あ
る
理
論
と
考
え
て
い
る
。

第
二
章　

 B
erm
an

の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
理
論

に
お
け
る
国
際
私
法
の
役
割

本
章
で
は
、
ベ
ア
マ
ン
自
身
が
準
拠
法
選
択
と
外
国
判
決
の
承

認
に
関
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
」
と
称
す
る
理
論
を
簡

単
に
紹
介
す
る
。
し
か
し
、
ベ
ア
マ
ン
が
こ
の
理
論
を
展
開
す
る

の
は
こ
こ
で
紹
介
す
る
二
〇
〇
五
年
の
論
文
が
初
め
て
で
は
な
い
。

既
に
そ
れ
以
前
に
、
こ
の
視
座
を
始
め
て
示
し
た
長
大
な
論
文
（
13
）
を

公
表
し
、
そ
の
中
で
「
裁
判
管
轄
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
多
元
的

概
念
（cosm

opolitan pluralist conception of jurisdiction

）」
と

名
づ
け
た
裁
判
管
轄
理
論
を
展
開
し
て
い
る
（
14
）
。
そ
こ
で
先
ず
、
準

拠
法
の
決
定
の
問
題
に
関
す
る
主
張
と
も
密
接
に
関
連
す
る
た
め
、

そ
の
ベ
ア
マ
ン
の
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
理
論
を
最
初
に
紹
介
し

た
い
。

1
．
ベ
ア
マ
ン
の
裁
判
管
轄
理
論

ベ
ア
マ
ン
は
、
所
属
（affi  liation

）
や
構
成
員
た
る
こ
と
を
示

三
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法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
九
四
）

で
も
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
裁
判
管
轄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
構
成

す
る
要
素
を
よ
り
広
範
囲
に
捉
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
人
々
が
複

数
の
、
と
き
に
は
非
領
域
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
す
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
、
ま
た
、
裁
判
管
轄
が
国
家
の

承
認
を
受
け
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
超
え
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
容
認

す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
こ
れ
を
自
ら
裁
判
管
轄
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
多
元
主
義
概
念
と
称
す
る
の
で
あ
る
（
18
）
。

以
上
が
ベ
ア
マ
ン
の
主
張
す
る
裁
判
管
轄
に
関
す
る
理
論
で
あ

る
が
、
多
元
的
な
規
範
に
関
す
る
研
究
自
体
は
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
は
な
く
、
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ア
マ
ン
は

そ
の
例
と
し
て
、
近
代
国
家
体
制
成
立
以
前
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
は

地
域
の
法
の
効
力
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
自
治
体
及
び
独
立
国
家
の
制
定
法
と
並
ん
で
、
ロ
ー
マ
法
、

カ
ノ
ン
法
及
び
ゲ
ル
マ
ン
の
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
三
つ
の
成
文
法

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の

植
民
地
法
は
、
そ
の
行
政
体
制
の
中
に
、
実
質
的
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
及
び
キ
リ
ス
ト
教
の
属
人
法
（personal law

）
を
組

み
入
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
。
更
に
、
現
代
に
お
い
て
も
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
国
際
法
が
規
範
と
考
え
る
国
家

タ
ー
ネ
ッ
ト
・
チ
ャ
ッ
ト
・
グ
ル
ー
プ
な
ど
多
種
多
様
の
非
国
家

的
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
が
、
政
治
的
な
所
属
の
場
合
だ
け
で
な

く
、
非
国
家
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
す
る
場
合
に
も
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
内
の
規
範
に
も
拘
束
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
我
々
の
行
為
に

強
大
な
力
を
発
揮
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
16
）
。
例
え

ば
、
銀
行
や
信
用
調
査
機
関
を
拘
束
す
る
非
公
式
的
な
基
準
、
手

続
及
び
合
意
中
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
規
則
は
、
政
府
と
の
関
わ

り
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
拘
束
力
を
有
す
る
。
同
様
に
、
国

際
的
な
分
野
で
も
様
々
な
非
政
府
の
基
準
設
置
団
体
が
法
的
効
力

を
有
す
る
詳
細
な
標
準
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
ま
た
、
多
く
の
金

融
市
場
活
動
に
関
す
る
規
制
が
、
株
式
市
場
や
同
業
組
合
と
い
っ

た
私
的
な
権
威
に
託
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
同
業
組
合
グ
ル
ー

プ
や
そ
の
私
的
な
基
準
設
置
団
体
は
、
産
業
規
範
と
な
る
任
意
的

な
基
準
の
創
設
の
際
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
従
っ
て
、
こ
う

し
て
非
国
家
主
権
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
裁
判
管
轄
の
判
断
や

法
的
（
ま
た
は
準
法
的
）
規
範
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
（
17
）
。

か
く
し
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
裁
判
管
轄
の
判
断
に
つ
い
て
、
地
理

的
所
在
と
の
結
び
付
き
に
基
礎
を
置
い
た
も
の
に
制
限
す
べ
き
で

な
け
れ
ば
、
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
範
囲
を
制
限
す
べ
き

三
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
五
）

ン
ス
」
論
者
ら
は
、
地
理
的
な
領
土
主
権
に
基
づ
く
現
実
世
界

（real w
orld

）
の
裁
判
管
轄
や
準
拠
法
の
考
え
方
は
サ
イ
バ
ー
ス

ペ
ー
ス
に
は
適
合
し
な
い
と
断
じ
る
の
で
あ
る
（
24
）
。
こ
の
よ
う
な
理

論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ベ
ア
マ
ン
の
準
拠
法
選
択

と
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
概
念
」
を

次
に
紹
介
し
た
い
。

2
．
ベ
ア
マ
ン
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
と
抵
触
法

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
に
よ
り
国
境
を
越
え
た
活
動
が
増
加

し
、
様
々
な
オ
ン
ラ
イ
ン
活
動
の
規
制
、
商
標
権
、
契
約
関
係
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
範
な
ど
に
関
し
て
「
領
域
に
基
礎
を
置
い
た
」

（territorially based

）
規
則
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
国
家

法
や
裁
判
所
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
国
内
の
権

威
に
よ
る
判
断
は
、
裁
判
管
轄
、
法
選
択
及
び
判
決
の
承
認
と
い

う
抵
触
法
に
関
す
る
古
典
的
な
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
学
問

的
な
興
味
を
復
活
さ
せ
て
い
る
（
25
）
と
述
べ
た
上
で
、
ベ
ア
マ
ン
は
、

領
域
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
法
域
の
概
念
は
も
は
や
適
切
と
は
い
え

な
い
と
し
、
そ
れ
に
代
え
て
、
人
々
が
複
数
の
、
と
き
に
は
非
領

域
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し
て
い
る
可
能
性
と
裁
判
管
轄
権

が
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ

間
及
び
多
数
国
間
条
約
や
国
際
慣
習
法
な
ど
と
と
も
に
、
国
際
的

団
体
、
非
政
府
機
関
（N

G
O
s

）、
多
国
籍
企
業
及
び
業
界
団
体
な

ど
の
規
範
も
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
19
）
。
ま
た
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
関
係
で
は
、
既
に
ベ
ア
マ
ン
の
指
摘
（
20
）
以
前
か

ら
、
地
理
的
な
領
土
主
権
を
基
礎
と
す
る
伝
統
的
な
裁
判
管
轄
理

論
が
い
わ
ゆ
る
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
は
合
わ
な
い
と
す
る
「
セ

ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」（S

elf-G
overnance

）
論
を
展
開
す
る
主

張
が
あ
っ
た
（
21
）
。

「
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」
の
論
者
ら
が
そ
の
主
張
の
論
拠

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
無
数
の
小
さ
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
グ
ル
ー
プ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
一
つ
の
巨
大
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
し
た
も
の
（a netw

ork of netw
orks

）
で
あ
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
本
来
的
な
、
分
散
的
、
自
律
的
な
特
性
に
あ
る
（
22
）
。

つ
ま
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
情
報
を
集
中
的
に
ス
ト
ッ
ク
す

る
場
所
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
な
く
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
内
を
移
動
す
る
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
技
術

的
に
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、w

w
w

（W
orld W

ide W
eb

）
や

hypertext

と
い
っ
た
機
能
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
唯
一
の
団
体
や
集
中
管
理
ポ
イ
ン
ト
も
な
い
（
23
）
。
こ
の
よ
う

な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
性
を
捉
え
て
、「
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ

三
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
九
六
）

案
が
本
来
で
あ
れ
ば
、
法
選
択
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
法
の
適
用
が
前
提
と
さ

れ
、
法
選
択
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

批
判
す
る
（
26
）
。

① G
lobalS

antaF
e. C
orp v. G

lobalsantafe.com
.

事
件
（
27
）

Ａ
・
Ｂ
の
二
社
が
合
併
し
、
新
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
が
公
表

さ
れ
た
直
後
に
、
大
韓
民
国
住
民Jongsun P

ark

が
、

globalsantafe.com

の
ド
メ
イ
ン
名
を
韓
国
の
登
録
機
関
で
あ
る

H
angang

に
登
録
し
た
た
め
、
二
社
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ

（A
nticybersquatting C

onsum
er P

rotection （28
）

）
に
基
づ
い
て
連
邦

地
裁
に
提
訴
し
た
。P

ark

の
登
録
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
、

大
韓
民
国
の
機
関
へ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
連
邦
地
裁
は
、

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
登
録
さ
れ
る
登
録
簿
が
あ
る
司
法
区
に
対
物
管
轄
権

を
付
与
す
る
規
定
に
基
づ
い
て
（
29
）
、
法
人
の”. com

”

登
録
簿
を
管

理
す
るV

eriS
ign

が
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
あ
る
と
し
て
、
裁
判
管

轄
権
を
行
使
で
き
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
で
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
実

質
規
定
が
満
た
さ
れ
る
と
し
、H

angang

とV
eriS
ign

の
双
方

に
対
し
てG

lobalS
antaF

e 

に
ド
メ
イ
ン
名
を
移
転
す
る
と
あ

ら
ゆ
る
適
切
な
手
段
を
講
ず
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
を
受
け
て

P
ark

は
、H

angang

が
ド
メ
イ
ン
名
を
移
転
し
な
い
よ
う
命
じ

と
を
容
認
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
多
元
的
概
念
」
の
視
点
に

立
っ
て
、
抵
触
法
と
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
に
つ
い
て
検
討
す

る
。ベ

ア
マ
ン
の
考
察
は
、
先
ず
、
⑴
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
紛
争
に
関

す
る
三
事
案
の
紹
介
を
行
い
、
そ
の
後
、
⑵
自
身
が
主
張
す
る
法

選
択
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
と
⑶
外
国
判
決
の
承
認

に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
つ
い
て
論
じ
、
⑷
自
己
の

法
選
択
と
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座

の
最
初
の
三
事
案
へ
の
当
て
は
め
の
順
で
行
わ
れ
、
最
後
に
⑸
結

論
が
導
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
案
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
既
に
や
や
旧
く
、
ま
た

展
開
さ
れ
る
理
論
も
や
や
冗
長
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
提
唱
さ

れ
た
他
の
研
究
者
ら
の
理
論
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
ベ
ア
マ
ン

の
理
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
り
、
こ
の
順
に
従
い
紹

介
し
て
み
た
い
。

⑴
三
事
案
の
検
討

事
案
は
、
法
選
択
問
題
に
関
わ
る
二
つ
の
ド
メ
イ
ン
名
紛
争
事

案
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
決
が
ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
承
認
が

問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
、
そ
の
す
べ
て
の
事

三
四
〇



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
七
）

な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
裁
判
管
轄
に
関
す
る
権
限
と
裁
判

所
の
競
合
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
方
法

は
、
法
選
択
的
な
考
え
方
を
排
除
す
る
も
の
で
、
抑
制
さ
れ
た
法

廷
地
法
の
適
用
や
国
際
的
判
決
の
調
和
か
ら
、
長
期
的
な
視
点
で

み
る
と
得
ら
れ
る
べ
き
法
廷
地
の
利
益
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
批

判
す
る
（
31
）
。

②B
arcelona.com

, Inc. v. E
xcelentisim

o A
yuntam

iento 
de B

arcelona

事
件
（
32
）

主
た
る
関
係
者
が
ス
ペ
イ
ン
国
内
に
所
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
控
訴
審
の
第
四
巡
回
区
裁
判
所
が
法
選
択
の
争
点
を
あ
ま
り

考
慮
す
る
こ
と
な
く
ス
ペ
イ
ン
法
の
適
用
を
回
避
し
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ

の
適
用
を
主
張
し
て
結
論
に
到
達
し
た
事
案
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン

人N
ogueras

は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
本
拠
を
置
く
ド
メ
イ
ン
名

登
録
機
関N

etw
ork S

olutions

にbarcelona.com

を
登
録
し
、

そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
法
に
準
拠
し
てB

com
,Inc

名
の
会
社
を
設

立
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
は
オ
フ
ィ
ス
、
従
業
員
な
ど
を
持

た
ず
、N

ogueras

とB
com
 

の
サ
ー
バ
ー
も
ス
ペ
イ
ン
に
所
在

し
て
い
た
。B

arcelona

市
議
会
は
、N

ogueras

に
対
し
ド
メ

イ
ン
名
登
録
の
移
転
を
要
求
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
世
界
知

的
所
有
権
機
構
（
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
）
に
提
訴
し
た
。
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
パ
ネ

る
こ
と
を
要
求
し
、
大
韓
民
国
の
ソ
ウ
ル
地
方
裁
判
所
に
差
止
め

請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
同
裁
判
所
は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
裁
判

所
は
適
切
な
裁
判
管
轄
権
を
有
し
て
い
な
い
と
し
、
暫
定
的
に
差

止
命
令
を
与
え
た
た
め
、H

angang

は
ド
メ
イ
ン
名
の
移
転
を
拒

否
し
た
。
そ
の
た
めG

lobalS
antaF

e

は
、V

eriS
ign

に
対
し

て”. com
”

の
登
録
簿
か
ら
侵
害
ド
メ
イ
ン
名
の
取
消
し
の
追
加

的
命
令
を
求
め
て
再
訴
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
連
邦
地
方
裁
は
、

V
eriS
ign

が
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
従
い
本
件
の
裁
判
管
轄
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
し
、

P
ark

が
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
実
質
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し

述
べ
、V

eriS
ign

に
ド
メ
イ
ン
名
の
取
消
と
移
転
を
命
じ
た
。

こ
の
結
論
に
つ
き
ベ
ア
マ
ン
は
、
抵
触
法
上
の
視
座
か
ら
最
も

特
筆
す
べ
き
点
は
裁
判
所
が
専
ら
裁
判
管
轄
に
の
み
焦
点
を
当
て
、

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ｋ
が
唯
一
適
用
可
能
な
関
連
法
制
で
あ
る
と
し
て
、
大
韓

民
国
法
や
そ
の
他
の
法
を
適
用
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
討

を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
30
）
。
ま
た
、
裁
判

所
が
、
ア
メ
リ
カ
法
の
適
用
を
結
論
付
け
た
の
ち
、
最
後
に
「
国

際
礼
譲
の
問
題
」（concerns of international com

ity

）
に
つ
い
て

触
れ
、
大
韓
民
国
の
裁
判
所
が
行
っ
た
差
止
命
令
に
服
従
す
べ
き

か
否
か
を
検
討
す
る
も
の
の
、
同
国
の
商
標
法
の
内
容
を
検
討
し

三
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
九
八
）

な
い
地
理
的
な
記
述
用
語
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、N

ogueras

に

よ
るbarcelona.com

の
登
録
に
何
ら
の
違
法
性
は
な
い
と
判
断

し
た
。
か
く
し
て
第
四
巡
回
区
裁
判
所
は
、
属
地
性
の
原
則
を
発

動
し
、
主
要
な
紛
争
当
事
者
の
全
て
が
ス
ペ
イ
ン
に
所
在
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
登
録
機
関
が
管
理
す
る
ド
メ
イ

ン
名
に
関
わ
る
ア
メ
リ
カ
会
社
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
提

訴
さ
れ
た
本
件
に
ア
メ
リ
カ
商
標
法
の
適
用
す
る
こ
と
よ
っ
て
、

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
ア
メ
リ
カ
商
標
法
が
基
礎
と
す
る
属
地
主
義
の
原
則

と
調
和
す
る
と
し
た
。

こ
の
判
決
に
対
し
ベ
ア
マ
ン
は
、
一
八
八
三
年
の
パ
リ
条
約
に

由
来
す
る
属
地
主
義
の
原
則
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
単
に
自
国
法
に

基
づ
い
て
商
標
を
許
可
す
る
だ
け
で
「
世
界
的
標
章
」
を
創
る
こ

と
を
阻
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
ド
メ
イ
ン
名
を
考
察
す
る
際
、

属
地
主
義
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
相
当
の
域
外

効
果
を
有
す
る
法
を
創
造
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
つ

ま
り
、G

lobalS
antaF

e

事
件
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
意
味
あ
る
接

触
を
何
ら
持
た
な
い
大
韓
民
国
内
の
登
録
者
と
登
録
機
関
に
対
し
、

ア
メ
リ
カ
商
標
法
の
適
用
を
強
要
し
、
ま
た
本
件
に
お
い
て
は
、

主
要
当
事
者
が
ス
ペ
イ
ン
に
所
在
し
、
且
つ
ス
ペ
イ
ン
都
市
名
と

結
び
つ
く
ド
メ
イ
ン
名
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
商
標

リ
ス
ト
が
市
議
会
を
支
持
す
る
判
断
を
行
っ
た
た
め
、B

com

は

連
邦
地
裁
に
対
し
、barcelona.com

の
登
録
が
違
法
で
な
い
と

の
宣
言
的
判
決
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

連
邦
地
裁
は
、
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
行
政
手
続
を
「
重
視
し
な
い
」

（no w
eight

）
と
判
断
し
た
の
ち
、
ア
メ
リ
カ
法
と
ス
ペ
イ
ン
法

の
双
方
に
基
づ
き
検
討
を
行
い
、
両
当
事
者
は
と
も
に
ア
メ
リ
カ

の
商
標
権
を
有
し
な
い
が
、
ス
ペ
イ
ン
法
上
、
市
役
所
の
許
諾
な

い
商
標
登
録
は
で
き
す
、N

ogueras

とB
com

は
そ
の
よ
う
な

許
諾
を
得
て
い
な
い
と
し
て
、
市
議
会
が
有
効
な
ス
ペ
イ
ン
商
標

を
所
有
す
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、N

ogueras

に
ド
メ
イ
ン
名

登
録
か
ら
の
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
悪
意
の
意
図
が
あ
る
と
し
、

B
com

が
求
め
た
宣
言
的
判
決
を
行
う
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
れ

に
対
し
て
控
訴
審
で
あ
る
第
四
巡
回
区
裁
判
所
は
、
連
邦
地
裁
が

有
効
な
商
標
を
市
議
会
が
所
有
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
き
ス
ペ
イ

ン
法
を
適
用
し
た
点
を
問
題
と
し
て
、
破
棄
判
決
を
下
し
た
。
同

裁
判
所
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
一
一
一
四
条
⑵
D
⒱
を
引
用
し
、
争
点

は
登
録
又
は
ド
メ
イ
ン
名
の
使
用
が
ラ
ン
ハ
ム
法
（L

anham
 

A
ct

）
上
違
法
か
否
か
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
だ
け
が
有
効
な
商

標
の
存
在
又
は
そ
の
侵
害
の
可
能
性
の
判
断
に
つ
き
適
用
さ
れ
得

る
と
し
、B

arcelona

は
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
法
上
、
商
標
保
護
の
資
格
の

三
四
二



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
九
）

る
と
す
る
（
34
）
。

③Y
ahoo!, Inc. v. L

a L
igue C

ontre L
e R
achism

e E
t 

L
’A
ntise m

itism
e

事
件
（
35
）

本
件
は
外
国
判
決
の
承
認
の
事
案
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
登
場
に
よ
り
、
あ
る
国
に
所
在
す
る
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
掲

載
し
た
内
容
が
別
の
国
の
法
を
破
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、

今
後
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
判
決
の
承
認
の
事
案
が
よ
り
頻
繁

に
発
生
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
ベ
ア
マ
ン
は
予
測
す
る
。

パ
リ
の
大
審
裁
判
所
は
、Y

ahoo!. com

に
対
し
、
そ
の
サ
イ

ト
上
で
ナ
チ
の
記
念
品
な
ど
ア
イ
テ
ム
を
販
売
す
る
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
・
サ
イ
ト
へ
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
防
ぐ
た
め
の
あ

ら
ゆ
る
可
能
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
じ
る
仮
差
止
命
令
を
出

し
た
（
36
）
。
フ
ラ
ン
ス
子
会
社
で
あ
るY

ahoo. fr

は
要
求
に
従
っ
た

が
、
同
裁
判
所
は
、Y

ahoo.com

に
対
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
国
民

が
マ
ウ
ス
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
簡
単
にY

ahoo.com

中
の

サ
イ
ト
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
理
由
に
、
フ
ラ
ン
ス
内
か

ら
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
サ
ー
バ
ー
上
の
同
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

禁
止
す
る
措
置
を
求
め
た
。
一
方
、
裁
判
の
中
でY

ahoo!

は
、

裁
判
管
轄
権
を
争
う
と
と
も
に
、
命
令
に
従
う
に
は
サ
ー
バ
ー
か

ら
該
当
の
全
ペ
ー
ジ
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
国

法
を
適
用
す
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
ド
メ
イ
ン
名
と
の
関
係

で
は
、
属
地
主
義
の
硬
直
的
な
観
念
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
ア
メ

リ
カ
法
の
域
外
的
適
用
を
強
要
す
る
危
険
を
、
そ
し
て
属
地
主
義

の
原
則
が
回
避
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
ま
さ
に
一
種
の
世
界
標

章
を
創
造
す
る
危
険
を
冒
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
（
33
）
。
ま

た
、
裁
判
所
は
商
標
の
衝
突
の
調
整
又
は
適
用
規
範
法
の
決
定
の

必
要
性
を
回
避
す
る
た
め
に
属
地
主
義
の
原
則
を
利
用
し
、
安
易

に
法
廷
地
が
決
定
し
た
権
利
を
容
認
し
、
法
廷
地
法
を
適
用
し
て

い
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
時
代
に
お
い
て
、
属
地
主
義
を
国

際
商
標
法
に
関
す
る
指
導
原
理
と
し
て
は
疑
問
が
あ
る
と
ベ
ア
マ

ン
は
指
摘
す
る
。
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
そ
の
よ
う
な
縄
張
り

争
い
を
非
現
実
的
な
も
の
と
し
た
た
め
、
非
場
所
的
な
（non-

local

）
活
動
の
場
所
づ
け
は
社
会
の
現
実
か
ら
準
拠
法
を
引
き
離

し
、
妥
当
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
商

標
紛
争
に
つ
き
常
に
法
廷
地
法
を
適
用
す
る
伝
統
的
な
方
法
で
は

な
く
、
適
切
な
法
規
範
を
決
定
す
る
た
め
の
法
選
択
原
則
の
適
用

を
裁
判
所
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
国
家
が
自
国
の

商
標
制
度
を
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
結
さ
せ
る
機
能
的
部
分

で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
当
事
者
が
実
際
に
所
属
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
適
切
に
考
慮
す
る
法
選
択
体
制
が
有
用
で
あ

三
四
三
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第
八
十
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二
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月
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（
一
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〇
〇
）

せ
る
た
め
、
修
正
第
一
条
を
擁
護
す
る
義
務
が
礼
譲
の
原
則
に
勝

る
と
判
断
し
た
。

こ
の
連
邦
地
裁
の
判
断
に
つ
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
表
面
上
は
判

決
の
承
認
の
原
則
を
述
べ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
、
判
決
が
ア
メ

リ
カ
国
内
で
下
さ
れ
る
と
憲
法
違
反
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う

な
判
決
の
執
行
は
憲
法
違
反
で
あ
る
か
、
少
な
く
と
も
礼
譲
の
原

理
を
凌
駕
す
る
よ
う
な
州
の
利
益
に
反
す
る
と
み
る
考
え
に
戻
っ

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
判
決
を
下
す
こ
と
と
判
決

を
執
行
す
る
こ
と
の
相
違
を
無
視
し
、
判
決
執
行
原
則
の
適
用
や
、

外
国
規
範
の
適
用
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
利
益
が
脅
威
に
晒
さ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
状
況
の
考
察
を
怠
っ
た
と
批
判
す
る
（
37
）
。

以
上
の
よ
う
に
三
事
案
の
紹
介
と
簡
単
な
批
評
を
行
っ
た
の
ち

に
ベ
ア
マ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
抵
触
法
理
論
の
検
討
を
行
い
、
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑵
抵
触
法
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座

次
に
ベ
ア
マ
ン
は
、
抵
触
法
上
の
主
要
な
三
理
論
、
つ
ま
り
、

①
ビ
ー
ル
（Joseph H

. B
eale

）
ら
の
「
既
得
権
」
ア
プ
ロ
ー
チ
、

②
カ
リ
ー
（B

rainerd C
urrie

）
ら
の
「
統
治
利
益
」
ア
プ
ロ
ー
チ
、

そ
し
て
③
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
（A

rthur T
. von M

ehren

）
や

民
以
外
の
者
は
、
自
国
法
上
そ
の
よ
う
な
マ
テ
リ
ア
ル
へ
の
ア
ク

セ
ス
権
が
容
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
否
定
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
、
領
域
を
超
越
し
て
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ェ
ブ
上
の

コ
ン
テ
ン
ツ
を
検
閲
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
修
正
第
一

条
に
抵
触
す
る
と
主
張
し
た
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
決
定
を
受
け
て
、Y

ahoo!

が
ア
メ
リ
カ
連
邦
地
裁
に
対
し
、

フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
命
令
は
修
正
第
一
条
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
国
内

で
は
執
行
し
得
な
い
と
す
る
宣
言
的
判
決
を
求
め
て
提
訴
し
た
の

が
本
件
で
あ
る
。

連
邦
地
裁
は
、
ア
メ
リ
カ
法
を
適
用
す
べ
き
と
の
前
提
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、
他
国
が
自
国
内
の
ユ
ー
ザ
が
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る

こ
と
を
根
拠
に
ア
メ
リ
カ
国
内
の
ア
メ
リ
カ
住
民
に
よ
る
言
論
を

規
制
す
る
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
と
法
律
に
矛
盾
す
る
か
否
か

が
争
点
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
判
決
は
許

さ
れ
ざ
る
差
別
的
扱
い
で
あ
り
、
憲
法
に
違
反
し
、
フ
ラ
ン
ス
裁

判
所
の
命
令
の
執
行
は
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
と
結
論
付
け
た
。

連
邦
地
裁
は
ま
た
、
礼
譲
に
つ
い
て
述
べ
、
外
国
判
決
は
そ
の
執

行
が
国
家
の
利
益
に
不
利
に
働
く
か
相
容
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が

な
い
場
合
に
は
承
認
さ
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
判
決
に
執
行
命
令
を

下
す
こ
と
は
、
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
し
国
内
の
言
論
を
萎
縮
さ

三
四
四



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
〇
一
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
加
入
で
き
、
少
な
く
と
も
あ
る
特
定
の
状
況
下

に
お
い
て
、
そ
の
活
動
に
非
局
所
的
な
法
の
適
用
が
適
切
で
あ
る

こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
第
二
は
、
一
つ
の
国
の

法
だ
け
が
何
か
特
定
の
活
動
に
常
に
適
用
で
き
る
こ
と
を
前
提
す

る
ビ
ー
ル
の
著
し
い
非
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
思
想
に
つ
い
て
で

あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に
お
い
て
、
起
こ
り
得
る
非
常

に
様
々
な
国
に
関
わ
る
活
動
に
一
国
の
法
だ
け
を
適
用
す
べ
き
と

の
主
張
は
、
今
日
で
は
問
題
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
制
約
を
回
避

す
る
た
め
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
複
数
国
の
規

範
を
紛
争
の
異
な
る
部
分
に
適
用
す
る
こ
と
や
、
ま
た
は
問
題
の

活
動
に
関
わ
る
様
々
な
規
範
体
系
を
考
慮
す
る
た
め
、
規
範
を
融

合
さ
せ
る
こ
と
も
容
認
す
る
。
第
三
は
、
既
得
権
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

実
定
法
中
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
験
的
な

方
法
論
を
採
り
、
必
ず
し
も
特
定
国
の
法
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は

な
い
原
則
に
基
づ
き
、
法
選
択
の
判
断
も
適
用
さ
れ
る
実
質
規
範

と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
単
に
実
定

法
を
通
し
て
何
ら
か
の
法
選
択
の
制
度
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、

不
可
能
で
あ
る
。
ど
の
国
の
実
定
法
を
選
択
・
適
用
す
べ
き
か
の

選
択
は
、
ど
こ
か
の
一
国
の
実
定
法
に
準
拠
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
ず
、
必
然
的
に
、
結
果
を
導
く
実
質
法
と
は
無
関
係
に
作
用
す

ジ
ェ
ン
ガ
ー
（F

riedrich Juenger

）
ら
の
実
質
法
的
方
法
論
と
比

較
す
る
こ
と
で
、
自
ら
が
提
唱
す
る
④C

osm
opolitanism

ア
プ

ロ
ー
チ
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
（
38
）
。

① 

得
権
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

既
得
権
理
論
は
主
権
の
厳
格
な
属
地
的
観
念
に
由
来
し
、
訴
訟

原
因
の
構
成
要
素
と
な
る
本
質
的
行
為
の
物
理
的
場
所
に
の
み
焦

点
を
当
て
、
不
法
行
為
の
場
所
、
契
約
地
、
又
は
問
題
と
な
る
財

産
所
在
地
に
注
目
し
、
訴
訟
原
因
を
「
場
所
づ
け
」
す
る
こ
と
で
、

訴
訟
原
因
が
「
既
得
」
と
な
っ
た
国
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の
場
所
づ
け
を
行
う
試
み
は
、
抵
触
法

の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
理
解
を
得
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
と
し

て
、
ベ
ア
マ
ン
は
次
の
三
点
に
つ
き
検
討
を
行
う
。

第
一
は
、
ビ
ー
ル
の
理
論
が
属
地
主
義
に
の
み
焦
点
を
当
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
よ
う
な
重
要
な
非
領
域
的
な
要
素
を
無
視

す
る
点
で
あ
る
。
純
粋
に
領
域
的
な
法
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国

境
を
越
え
る
取
引
や
輸
送
が
ご
く
日
常
的
で
、
よ
り
流
動
的
な
世

界
に
住
み
、
領
域
的
な
境
を
越
え
た
遥
か
遠
方
の
地
か
ら
影
響
を

も
た
ら
す
も
の
に
対
し
て
ま
で
裁
判
管
轄
を
主
張
す
る
現
代
社
会

に
お
い
て
は
、
対
処
が
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
観
念
は
、
人
は
単
な
る
そ
の
領
域
的
場
所
を
越
え
て
多
元
的

三
四
五
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（
一
八
〇
二
）

争
に
「
利
益
」（interest

）
を
有
す
る
と
判
断
す
る
限
り
、
ケ
ー

ス
中
の
争
点
で
あ
る
出
来
事
が
複
数
国
に
関
わ
る
と
し
て
も
、
法

廷
地
法
が
常
に
適
用
さ
る
も
の
で
、
法
廷
地
法
有
利
な
偏
狭
的
バ

イ
ア
ス
で
満
た
さ
れ
て
い
た
と
批
判
す
る
。
カ
リ
ー
は
ま
た
、
統

治
利
益
に
つ
い
て
、
裁
判
官
は
、
立
法
が
推
進
し
よ
う
と
す
る
自

国
の
政
策
を
先
ず
確
定
し
、
そ
の
政
策
が
当
該
事
実
に
法
を
適
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
場
合
に
「
利
益
」
を
有
す
る
と

判
断
す
る
。
統
治
利
益
の
唯
一
の
決
定
要
因
は
、
特
定
の
法
の
適

用
が
問
題
と
な
る
国
の
住
民
を
勝
訴
さ
せ
る
の
に
有
用
か
否
か
で

あ
り
、
国
家
は
そ
の
住
民
を
勝
訴
さ
せ
る
の
に
有
用
で
あ
る
場
合

に
の
み
利
益
を
持
つ
と
考
え
る
。
か
く
し
て
統
治
利
益
は
、
短
期

的
に
は
そ
の
住
民
を
勝
訴
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
付
与
さ
れ
、
各
国

の
法
が
そ
れ
ぞ
れ
住
民
を
支
持
す
る
「
真
の
」
抵
触
の
ケ
ー
ス
で

は
、
ま
た
も
や
法
廷
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
で
「
均
衡
」
を
破
る
。

そ
の
結
果
、
利
益
の
偏
狭
な
分
析
は
、
単
に
当
事
者
の
ド
ミ
サ
イ

ル
と
関
係
の
法
規
範
が
居
住
者
を
勝
訴
さ
せ
る
の
に
有
用
か
否
か

だ
け
に
焦
点
を
当
て
る
偏
狭
な
一
連
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
と

結
び
つ
く
と
批
判
す
る
（
41
）
。

ベ
ア
マ
ン
は
、
国
際
的
な
視
点
か
ら
も
批
判
を
行
う
。
カ
リ
ー

の
よ
う
な
国
際
関
係
の
現
実
主
義
者
ら
は
、
国
家
は
自
ら
の
利
益

る
諸
原
則
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
法
選
択

判
断
は
、
紛
争
に
対
し
そ
の
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
が
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
と
っ
て
合
理
的
で
あ
る
か
に
係
っ
て
い
る
が
、
そ
の
合
理

性
の
問
題
は
必
然
的
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
定
義
、
所
属
、
及
び

政
府
へ
の
衝
突
す
る
要
求
を
巡
る
紛
争
と
い
っ
た
も
の
を
中
心
に

展
開
し
、
法
規
範
の
内
容
と
は
関
係
が
な
い
と
述
べ
る
（
39
）
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
既
得
権
ア
プ
ロ
ー
チ
の
属

地
主
義
的
性
格
と
一
国
の
法
だ
け
を
適
用
す
る
考
え
は
否
定
し
、

法
選
択
を
先
験
的
に
探
究
す
る
考
え
を
取
り
入
れ
る
が
、
同
ア
プ

ロ
ー
チ
の
よ
う
に
領
域
的
空
間
の
中
で
活
動
を
場
所
づ
け
る
の
で

は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
そ
の
規
範
を
紛
争
に
適
切
に
（
ま
た

は
合
理
的
に
）
適
用
で
き
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
、
定
義
、
及
び
効
果
に
つ
い
て
の
先
験
的

議
論
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
す
る
（
40
）
。

② 

統
治
利
益
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

法
的
現
実
主
義
に
基
づ
き
、
法
選
択
は
特
定
の
政
策
目
的
に
焦

点
を
当
て
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
所
は
現
実
の
国
家
の
法
規
則
の

み
に
向
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
カ
リ
ー
の
理
論
は
、
特
定
の
国
家

の
立
法
に
よ
り
権
限
を
付
与
さ
れ
た
裁
判
所
は
そ
の
国
の
法
を
適

用
す
る
と
の
仮
定
に
基
づ
く
。
そ
の
た
め
、
法
廷
地
の
政
府
が
紛
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家
が
従
う
多
数
国
家
の
抵
触
法
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と
か
ら

得
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
を
無
視
す
る
。
第
二
に
、
国
際
法
規
範

は
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
強
制
力
を
行
使
す
る
団
体
に
よ
っ
て
発
せ

ら
れ
た
規
範
で
な
い
こ
と
を
根
拠
に
そ
の
規
範
的
パ
ワ
ー
を
失
う

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
カ
リ
ー
は
、
国
家
の
利
益
だ
け
に
関
与
を

持
ち
、
そ
の
利
益
は
国
家
が
国
際
的
体
系
の
一
部
で
あ
る
事
実
に

よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
誤
っ
た
前
提
に
立

つ
。
こ
の
点
に
つ
き
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
個
々

の
国
家
の
観
点
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
法
体
系
の
観
点
を

持
っ
た
法
選
択
規
範
を
採
用
し
、
法
選
択
問
題
の
解
決
を
試
み
る
。

第
三
に
、
カ
リ
ー
は
、
国
家
の
法
体
制
に
根
拠
の
な
い
先
験
的
な

法
選
択
規
範
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
国
家
が
当
該
紛
争

に
お
い
て
利
益
を
有
す
る
か
否
の
判
断
に
つ
き
必
然
的
に
当
事
者

の
ド
ミ
サ
イ
ル
に
注
目
す
る
が
、
で
は
、
な
ぜ
当
事
者
の
ド
ミ
サ

イ
ル
が
最
も
重
要
な
連
結
素
で
あ
り
、
他
の
関
連
性
で
は
な
い
の

か
。
ビ
ー
ル
と
同
様
に
先
験
的
哲
学
的
立
場
で
あ
る
カ
リ
ー
は
、

こ
れ
に
対
す
る
答
え
を
実
定
法
の
権
威
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
最
後
に
、
統
治
利
益
の
概
念
は
、
統
治
利
益
自
体
は
政
府
が

追
求
す
べ
き
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
例
え

ば
、
あ
る
国
の
環
境
保
護
法
が
世
界
中
で
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
さ

追
求
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
「
よ
り
高
次
元
の
」（higher

）
法

規
範
の
存
在
を
否
定
し
、
そ
の
偏
狭
な
地
政
学
的
な
利
益
に
基
づ

き
、
そ
う
す
る
こ
と
が
国
家
の
利
益
で
あ
る
場
合
に
の
み
国
際
法

に
従
う
こ
と
を
当
然
と
考
え
る
。
こ
の
国
家
的
利
益
を
重
要
視
す

る
統
治
利
益
分
析
と
国
際
関
係
の
現
実
主
義
は
、
偏
狭
な
国
家
利

益
に
の
み
焦
点
を
当
て
る
た
め
に
多
数
国
法
規
範
を
拒
否
し
、
短

期
的
目
的
に
役
立
つ
利
益
だ
け
を
国
家
的
利
益
と
考
え
る
。
こ
の

考
え
に
対
し
て
は
、
既
に
、
国
家
の
利
益
が
世
界
の
体
制
上
の
多

く
の
要
因
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
形
式
上
実
行
力

が
無
く
て
も
、
民
衆
の
法
的
意
識
に
重
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

る
こ
と
、
諸
国
家
は
国
際
的
規
範
の
遵
守
を
証
明
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
の
多
く
は
、
統
治
利
益
理

論
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
。

第
一
に
、
国
家
は
、
特
定
ケ
ー
ス
に
お
い
て
そ
の
国
民
の
勝
訴

に
の
み
利
益
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
一
連
の
相
反
す
る
利
益
と

負
担
を
持
っ
て
分
か
ち
合
う
世
界
体
制
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
の

で
あ
り
、
短
期
的
な
利
益
を
追
求
し
て
過
度
に
偏
狭
的
で
あ
る
な

ら
ば
、
他
の
諸
国
家
か
ら
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
国
家
の
長

期
的
目
標
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。
そ
れ
に
対
し
カ
リ
ー
は
、
国
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に
論
じ
、
裁
判
所
は
自
身
が
一
国
の
法
を
完
全
に
他
国
の
法
を
制

し
て
選
択
す
べ
き
で
は
な
く
、
関
係
の
複
数
国
家
や
当
事
者
の
利

益
を
反
映
す
る
「
複
合
的
な
」（hybrid

）
規
則
を
自
由
に
創
出
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
44
）
。

こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
法
創
造
に
つ
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
次
の

点
か
ら
特
に
国
際
的
な
文
脈
で
は
重
要
と
み
る
。
第
一
に
、
国
家

の
立
法
機
関
は
、
国
際
的
な
紛
争
や
行
為
を
視
野
に
入
れ
て
法
を

制
定
す
る
こ
と
は
稀
で
、
外
国
の
活
動
を
考
慮
す
る
場
合
で
も
、

自
国
の
政
策
優
先
を
追
及
す
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
渉
外
的
事

案
に
お
い
て
、
適
用
規
範
を
国
内
的
・
国
際
的
な
規
範
を
混
合
し

た
も
の
か
ら
抽
出
す
る
方
法
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
い
て
市

民
の
行
為
を
規
律
す
る
複
雑
で
錯
綜
す
る
影
響
力
を
反
映
す
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
裁
判
官
に
様
々
な
国
内
的
・
国
際
的
な
法
規

範
に
基
づ
い
た
追
加
的
な
要
因
を
考
慮
し
、
法
を
創
造
す
る
こ
と

を
求
め
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
実
質
的
方
法
は
大

い
に
推
奨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
紛
争
の
渉
外
的
性
質

を
重
視
し
、
潜
在
的
に
関
わ
る
多
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
調
和
さ
せ

る
方
法
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
に
創
造
的
な
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
解
釈
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
国
際
条
約

の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
よ
り
も
迅
速
に
国
際
的
な
規
範
を
創
造
す
る

れ
る
場
合
、
カ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
関
係
の
両
当
事
者
が
そ
の
国
の

住
民
で
な
い
国
に
提
訴
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
法
廷
地
法
の
適
用

を
強
く
主
張
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
統
治
利
益
分
析
を
言

う
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
一
般
的
な
正
当
性
原
則
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
政
策
の
み
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
（
42
）
。

ベ
ア
マ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に
統
治
利
益
理
論
を
批
判
す
る
が
、

既
得
権
理
論
の
硬
直
的
な
属
地
主
義
か
ら
解
放
し
、
国
家
の
利
益

が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
超
国
家
的
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
可
能
性
を
認

め
る
点
を
評
価
す
る
。
だ
が
、
カ
リ
ー
の
偏
狭
的
な
利
益
の
概
念

を
拒
否
し
、
代
わ
り
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
超
国
家
な

規
制
と
複
合
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
結
合
す
る
世
界
的
シ
ス
テ

ム
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
よ
り
広
範
な
統
治
利
益
を
検
討
す
る
と

述
べ
る
（
43
）
。

③ 

実
質
的
方
法
論
に
つ
い
て

ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
ら
は
、
渉
外
事
案
に
お
い
て
特
別
な
実
質

法
規
範
を
創
出
す
る
裁
判
官
の
権
限
を
強
調
す
る
法
選
択
方
法
を

構
築
す
る
。
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
は
、
特
別
な
複
数
法
域
に
関
わ

る
規
範
は
様
々
な
関
係
国
が
有
す
る
価
値
観
の
間
の
歩
み
寄
り
を

伴
う
と
示
唆
す
る
。
デ
ィ
ン
ウ
ッ
デ
ィ
（G

raem
e D
inw
oodie

）
も
、

国
際
的
著
作
権
紛
争
に
関
す
る
実
質
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
肯
定
的

三
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を
回
避
す
る
と
ベ
ア
マ
ン
は
批
判
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
規
範
自
体
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
法
規
範
の
範
囲
に
関
す
る
議
論
を
行
う
。
こ
の

議
論
を
経
て
の
み
、
重
複
す
る
規
範
を
孕
む
グ
ル
ー
プ
が
増
え
て

い
る
世
界
に
お
い
て
、
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
適
切
な
理
解
に
関

す
る
諸
原
則
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

述
べ
る
（
46
）
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
上
の
主
要
理
論
と
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
的
視
座
を
比
較
し
た
の
ち
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
そ
の
主
張
の
基

礎
を
な
す
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

④C
osm
opolitanism

法
選
択
の
議
論
は
、
ど
の
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
か
の
問
題
に

留
ま
ら
ず
、
特
に
領
域
的
場
所
の
重
要
性
の
な
い
世
界
に
お
い
て

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
定
義
や
所
属
と
い
っ
た
問
題
を
扱
う
。
法

選
択
の
枠
組
み
と
し
て
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
長
所
は
、
複

数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
り
、
人

は
常
に
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し
、
単
な
る
空
間
的
な
場
所

か
ら
切
り
離
し
得
る
と
い
う
前
提
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
の
よ

う
に
述
べ
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
自
身
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
観
に

よ
る
コ
ミ
ュ
テ
ィ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
47
）
。

た
め
、
技
術
革
新
に
直
面
す
る
現
在
、
法
規
範
の
よ
り
迅
速
な
発

展
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
（
45
）
。

こ
の
よ
う
に
実
質
的
方
法
に
つ
い
て
評
価
し
な
が
ら
、
次
の
二

つ
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
ベ
ア
マ
ン
は
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
裁

判
官
に
自
国
実
定
法
に
根
拠
を
持
た
な
い
国
際
的
な
又
は
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ト
な
法
創
造
を
求
め
る
方
法
は
、
内
国
法
上
の
妥
当
性
の
観

点
か
ら
重
大
な
批
判
を
受
け
る
。
第
二
に
、
実
質
的
方
法
は
、
適

切
な
規
範
の
選
択
に
関
し
、
形
式
的
な
基
準
よ
り
も
適
用
さ
れ
る

べ
き
法
の
本
質
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
、
裁
判
管
轄
よ
り
も
準
拠

規
範
を
決
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
す
る
が
、
立
法
管
轄
権

に
関
す
る
考
察
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
失
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

従
っ
て
結
局
、
法
選
択
の
考
察
は
、
法
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
の

あ
る
国
々
に
対
す
る
当
事
者
の
関
連
性
の
程
度
が
関
わ
る
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
考
察
に
お
い
て
は
ま
た
、
事
案
中
の

様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
定
義
や
所
属
に
関
す
る
議
論
と
物
理
的

地
理
的
な
場
所
が
相
変
わ
ら
ず
法
選
択
を
導
く
か
ど
う
か
の
議
論

が
中
心
と
な
る
。
か
く
し
て
実
質
法
的
方
法
論
は
、
裁
判
官
に
紛

争
の
国
際
的
局
面
の
顧
慮
と
、
創
造
的
で
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
解
決

方
法
の
適
切
な
構
築
を
求
め
る
が
、
民
主
主
義
的
な
正
統
性
の
問

題
を
生
み
、
立
法
管
轄
権
の
妥
当
な
範
囲
に
関
す
る
重
大
な
議
論

三
四
九
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る
こ
と
な
ど
の
問
題
点
が
あ
り
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
逆
に
法

選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
概
念
は
、
領
域
的
で
あ
れ
非
領
域
的
で

あ
れ
、
個
人
の
多
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
定
着
を
容
認
す
る
た
め
、

唯
一
の
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
信
奉
す
る
普
遍
主
義
者
を
必
要

と
し
な
い
（
48
）
。

こ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
原
理
の
上
に
構
築
さ
れ
る
法
選
択
シ

ス
テ
ム
は
、
裁
判
所
に
対
し
紛
争
と
潜
在
的
な
結
び
付
の
あ
る
多

く
の
規
範
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
顧
慮
を
求
め
る
た
め
、
裁
判
官
は

自
分
自
身
を
内
国
的
、
多
数
国
的
及
び
国
際
的
な
規
範
の
結
合

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
り
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
現
実
を
反
映
す
る
法
律
学
を
発
展
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
法
律
学
に
お
け
る
法
源
の
第
一
は
、
紛
争
の
影

響
を
受
け
る
国
家
の
国
内
法
規
範
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

ど
の
国
家
規
範
を
最
も
重
要
視
す
る
か
の
判
断
の
中
で
、
当
事
者

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
と
影
響
を
受
け
る
国
家
の
政
策
に
与
え
る

様
々
な
規
範
の
効
果
を
考
察
し
、
ま
た
、
一
つ
の
内
国
規
範
の
選

択
の
み
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
国
家
体
制
と
も
調
和
し
な

い
可
能
性
の
あ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
規
則
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
も

裁
判
所
に
認
め
る
。
法
源
の
第
二
は
、
国
際
条
約
、
協
定
あ
る
い

は
他
の
国
際
的
又
は
多
数
国
的
規
範
で
あ
る
。
第
三
に
、
業
界
標

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
自
体
は
、
人
は
皆
、
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
居
住
す
る
と
論
じ
た
ス
ト
ア
学
派
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
後
も
、
国
際
的
な
調
和
や
標
準
化
と
い
う
意
味
の

国
際
的
市
民
で
は
な
く
、
人
々
が
同
一
化
ま
た
は
排
斥
を
求
め
る

こ
と
な
く
他
者
と
の
結
び
付
き
を
容
認
す
る
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な

市
民
」（fl exible citizenship

）
を
モ
デ
ル
と
し
、
人
が
様
々
な
グ

ル
ー
プ
に
所
属
し
、
そ
れ
に
よ
り
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

一
部
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
必
ず
し
も
排
他
的

で
は
な
く
、
相
互
に
影
響
し
合
い
、
入
交
じ
り
ま
た
重
な
り
合
い
、

所
属
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
移
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
容
認
す
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
法
選
択
概
念
は
、
抵
触
法
の

必
要
の
な
い
一
つ
の
普
遍
的
な
「
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
で
は

な
く
、
領
域
的
場
所
と
地
理
的
国
境
へ
の
厳
格
な
信
頼
を
回
避
す

る
一
方
で
、
ま
た
普
遍
主
義
と
い
う
ゴ
ー
ル
も
拒
否
す
る
。
唯
一

の
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
考
え
は
、
理
想
的
で
は
あ
る
が
、
多

数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
を
一
つ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
中
に
溶
解
さ
せ
る
こ
と
、
人
々
が
固
有
な
国
際
的
ま
た

は
地
域
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
感
じ
る
情
緒
的
な
絆
を
捉
え
て
い
な

い
こ
と
、
地
域
的
差
異
を
克
服
す
る
普
遍
的
法
規
範
の
創
造
の
た

め
、
重
複
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
特
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
排
斥
す

三
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籍
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
拘
束
す
る
か
に
関
す
る
多
元
的
考
察
を
認

め
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

ズ
ム
は
、
国
際
私
法
の
国
家
間
の
衝
突
か
ら
で
は
な
く
、
異
な
る

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
領
域
間
の
衝
突
か
ら
派
生
す
る
「
シ
ス
テ
ム
間

抵
触
法
」（inter-system

ic confl icts law

）
へ
の
途
を
開
く
（
50
）
。

法
選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
既
得
権
理
論

に
よ
る
実
質
規
範
と
は
分
離
し
て
法
選
択
を
考
え
る
こ
と
の
重
要

性
を
評
価
し
、
実
質
法
の
適
用
を
検
討
す
る
前
に
、
関
連
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
と
そ
の
相
対
的
重
要
性
に
つ
い
て
議
論
す
べ
き

と
考
え
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
た
、
拡
大
さ
れ
た
統
治
利
益

分
析
を
基
礎
に
、
複
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
考
慮
し
て
、
多

数
国
間
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
規
範
を
発
展
さ

せ
る
こ
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
参
加
す
る
こ
と
へ

の
国
家
の
広
範
な
関
心
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
更
に
、
実
質
法
的
方
法
論
の
特
質
で
あ
る
実
質
規
則
の
過
度

な
重
視
を
拒
否
す
る
が
、
こ
の
方
法
論
と
同
様
、
裁
判
所
に
対
し
、

自
身
を
法
規
範
に
関
す
る
国
際
的
対
話
に
取
り
組
む
国
際
的
・
多

国
籍
的
主
体
と
見
る
よ
う
に
求
め
る
た
め
、
裁
判
所
は
世
界
的
法

シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
最
善
の
方
法
を
考
察
し
、
多
数
国
間
紛
争

の
解
決
の
た
め
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
規
範
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が

準
、
非
政
府
組
織
が
推
奨
す
る
行
為
規
範
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
規
範
、

更
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
の
よ
う
な
特
定
の
活
動
と
結
び
つ

い
た
規
則
と
い
っ
た
、
国
家
と
結
び
つ
か
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所

属
を
裁
判
所
は
考
慮
す
る
。
第
四
は
、
伝
統
的
な
法
選
択
原
理
で

あ
る
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
法
選
択
判
断
に
様
々
な
要
因
の
顧
慮
を

容
認
す
る
（
第
二
次
）
抵
触
法
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
類
似
す
る

が
、
同
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
領
域
的
な
結
び
つ
き
か
ら
紛
争
と

の
最
密
接
関
係
地
を
求
め
る
の
に
対
し
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

は
、
関
連
性
の
判
断
に
住
民
で
あ
る
こ
と
や
領
域
を
根
拠
と
し
な

い
所
属
を
も
含
め
る
点
で
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
外
国
関
係
法
の
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

（
第
三
次
）
と
基
本
的
教
義
を
共
有
す
る
（
49
）
。
だ
が
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

概
念
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
変
化
す
る
性
質
、
人
の
帰
属
意
識
、
及
び
ス
ペ
ー
ス
や

距
離
及
び
国
境
の
社
会
的
概
念
な
ど
、
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
は

異
質
な
調
査
を
促
す
。
し
か
し
、
最
も
重
要
な
相
違
は
、
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
帰
属
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
、
非
国

家
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
考
慮
へ
の
途
を
開
き
、
政
府
の
外
側
で

創
造
さ
れ
た
規
範
が
ど
の
程
度
、
下
位
の
、
上
位
の
、
及
び
多
国

三
五
一
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既
得
権
理
論
も
他
の
州
法
の
適
用
を
裁
判
所
に
求
め
て
い
た
し
、

統
治
利
益
理
論
を
広
義
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
す
る
裁
判
所
が
そ
の
法
的
権
威
を
負
っ
て
い
る
政
府
の
長

期
的
利
益
か
ら
や
む
を
得
ず
離
れ
る
こ
と
を
懸
念
す
る
理
由
も
な

い
。
最
後
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
立
法
に
は

非
選
出
の
国
際
的
規
制
当
局
者
ま
た
は
官
僚
で
は
な
く
、
内
国
の

裁
判
官
が
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
裁
判
官
は
、
国
内

的
手
続
を
経
て
裁
判
官
と
な
っ
た
、
国
家
の
政
策
の
影
響
を
受
け

た
国
民
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
際
的
規
範
を
発
展
さ
せ
る
内
国
裁

判
所
が
明
白
な
司
法
の
行
き
過
ぎ
を
再
検
討
で
き
る
内
国
の
立
法

的
ま
た
は
政
治
的
単
位
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
裁
判
所
は
、

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
概
念
を
そ
の
体
制
に
組
み
入
れ
る
場
合
に
も
、

渉
外
紛
争
中
の
新
た
な
（
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
）
内
国
規
範
を
構
築

す
る
一
つ
の
地
域
的
主
体
と
し
て
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
人
々
が
必
ず
し
も
自

然
地
理
学
と
結
び
つ
か
な
い
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
形
成
し

て
い
る
現
実
を
反
映
す
る
法
選
択
規
則
の
創
造
を
裁
判
所
に
提
案

す
る
。
こ
の
複
数
所
属
の
考
察
に
よ
っ
て
、
立
法
管
轄
権
の
変
容

す
る
範
囲
に
関
す
る
論
議
の
場
が
提
供
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
政
府

の
他
部
門
が
国
際
的
規
制
に
関
す
る
和
解
協
議
へ
と
駆
り
立
て
ら

で
き
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
裁
判
所
に
対
し
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
適
切
な
定
義
と
立
法
管
轄
権
の
適
切
な
範
囲

に
関
す
る
相
互
対
話
を
求
め
、
国
際
的
規
範
の
発
展
を
要
求
す
る

こ
と
で
、
国
際
的
訴
訟
の
発
生
の
可
能
性
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
は
、
条
約
等
の

国
際
的
立
法
が
煩
雑
で
技
術
的
又
は
社
会
的
変
化
へ
の
対
応
に

遅
々
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
遥
か
に
ず
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

で
有
用
で
あ
る
。

勿
論
、
コ
モ
ン･

ロ
ー
規
範
を
発
展
さ
せ
る
こ
の
方
法
論
は
、

法
規
則
の
予
測
可
能
性
を
弱
め
る
懸
念
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

懸
念
は
、
立
法
管
轄
権
の
行
使
を
正
当
化
す
る
た
め
の
充
分
な
関

係
の
判
断
に
つ
い
て
の
法
規
範
を
裁
判
所
が
発
展
さ
せ
る
こ
と
で

弱
ま
る
。
そ
も
そ
も
、
今
日
の
法
選
択
分
析
自
体
が
既
に
非
常
に

予
測
不
可
能
で
、
と
き
に
任
意
的
で
あ
り
、
固
定
的
な
実
質
的
な

原
則
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
国
際
的
商
事
仲
裁
が
紛
争
解
決
の
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所

が
あ
る
法
選
択
体
制
か
ら
他
の
体
制
へ
移
行
す
る
際
に
若
干
の
不

確
定
要
素
を
取
り
入
れ
る
例
も
あ
っ
た
。
更
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
裁
判
所
は
法
廷
地
法
を
適
用
し
な

い
た
め
、
そ
れ
が
違
法
と
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

三
五
二



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
〇
九
）

国
際
的
裁
判
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
い
う
シ
ス
テ
ム
全
体
の
利
益
に

対
し
て
は
劣
後
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所

は
州
際
事
案
に
お
い
て
既
に
そ
れ
を
行
い
、
最
高
裁
判
所
も
ま
た
、

州
は
他
州
判
決
の
執
行
拒
否
の
た
め
に
公
序
を
発
動
で
き
な
い
と

判
示
し
て
き
た
。
外
国
判
決
の
場
合
に
お
い
て
も
多
く
の
同
様
な

原
則
が
関
わ
る
。
最
も
重
要
な
の
は
、
充
分
な
信
用
と
信
頼
の
指

令
の
基
礎
を
成
し
「
抵
触
的
価
値
」（confl icts values

）
と
呼
び

得
る
も
の
が
判
決
承
認
の
判
断
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
な
す
こ
と
に

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所
は
連
結
す
る
国
際
的
法
シ
ス
テ
ム

へ
の
参
加
の
重
要
性
を
認
識
し
、
訴
訟
当
事
者
も
場
所
の
変
更
に

よ
る
不
快
な
判
決
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
的
世
界
で
は
、
他
の
裁
判
所
へ
の
恭
順
は
長
期
的
な
相
互
利

益
を
持
つ
と
考
え
る
た
め
、
当
事
者
の
法
廷
地
へ
の
所
属
が
重
要

で
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
、
競
合
す
る
抵
触
的
価
値
に
直
面
し
て

内
国
公
序
に
従
う
こ
と
を
主
張
す
る
根
拠
を
有
し
な
い
。
そ
れ
は
、

外
国
判
決
は
常
に
執
行
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
の
で
は
な
く
、
判
決

承
認
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
抵
触
的
価
値
の
重
要
性
を
認
め
、
外
国

判
決
の
執
行
が
最
初
に
判
決
を
下
す
こ
と
と
は
根
本
的
に
異
な
る

こ
と
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
53
）
。

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、
広
く
抵
触
価
値
を
引
き
合
い
に
出
し
、

れ
、
現
実
に
長
期
に
及
ぶ
国
際
的
な
協
調
の
促
進
へ
と
つ
な
が
る
。

ま
た
、
連
結
し
合
う
世
界
秩
序
の
一
部
を
形
成
す
る
こ
と
の
中
に

あ
る
国
家
の
長
期
的
利
益
を
容
認
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
は
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
超
国
家
的
な
立
法
作
業
、
即
ち
渉
外
的
紛
争
に
適

用
さ
れ
る
国
際
的
、
多
国
籍
的
ま
た
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
規
範
の

発
展
と
適
用
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
（
51
）
。

⑶
判
決
承
認
に
つ
い
て
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
の
明
確
化

次
に
ベ
ア
マ
ン
は
、
判
決
承
認
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的

ア
プ
ロ
ー
チ
の
考
え
へ
と
展
開
す
る
（
52
）
。

判
決
承
認
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
法
選
択
の

場
合
と
同
様
、
裁
判
官
に
自
分
自
身
を
国
際
的
な
裁
判
所
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
一
部
と
見
な
し
、
当
事
者
ら
を
潜
在
的
に
複
数
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
所
属
す
る
と
見
る
よ
う
要
求
す
る
。
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
自
己
の
規
範
を
所
属
す
る
当
事
者
ら
に
強
要
す
る
こ
と

を
合
法
的
に
求
め
る
際
、
外
国
判
決
の
執
行
判
断
に
直
面
し
た
裁

判
所
は
、
法
廷
地
の
公
序
が
そ
の
執
行
を
排
除
す
る
と
決
め
つ
け

る
べ
き
で
は
な
く
、
当
事
者
ら
の
所
属
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
裁
判
所
の

判
断
に
正
当
性
を
与
え
る
か
否
か
に
関
す
る
審
査
を
引
き
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
廷
地
国
の
地
域
政
策
も
重
要
で
あ
る
が
、

三
五
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と
見
な
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
事
実
上
、
ア
メ
リ
カ
と
の
重
要

な
関
連
性
が
な
い
外
国
紛
争
に
も
ア
メ
リ
カ
憲
法
規
範
を
強
い
て

来
た
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
が
執
行
訴
訟
に
必
然
的
に
関
係
す

る
と
考
え
る
根
拠
は
な
く
、
外
国
判
決
の
執
行
拒
否
は
、
事
実
上
、

憲
法
規
範
を
そ
の
国
に
強
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判

決
承
認
に
お
け
る
偏
狭
さ
は
、
法
選
択
に
お
け
る
と
同
様
に
、
懸

念
材
料
と
な
る
。
ま
た
、
憲
法
上
の
根
拠
は
判
決
執
行
の
拒
否
の

充
分
な
公
序
発
動
の
理
由
と
な
り
得
る
が
、
当
事
者
双
方
が
ア
メ

リ
カ
と
何
ら
の
特
別
な
関
係
も
有
せ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
公
序
と
関

係
し
な
い
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
上
の
価
値
や
公

序
に
よ
り
判
決
執
行
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
執

行
を
妨
げ
る
規
則
の
た
め
の
根
拠
は
な
く
、
紛
争
と
ア
メ
リ
カ
に

重
大
な
関
連
性
が
な
い
場
合
は
、
外
国
判
決
の
執
行
を
拒
否
す
る

根
拠
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
従
っ
て
、
外
国
判
決
の
執
行
に
よ
り
達

成
さ
れ
る
抵
触
的
価
値
を
重
く
捉
え
、
そ
の
価
値
の
重
要
性
と
地

域
的
公
序
ま
た
は
憲
法
上
の
規
範
の
相
対
的
な
重
要
性
を
天
秤
に

掛
け
、
そ
の
上
で
当
事
者
の
法
廷
地
と
の
結
び
つ
き
の
程
度
を
考

察
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
所
は
そ
の
際
、
紛
争
の
超
国
家
的
特
徴

と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
世
界
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
柔

軟
な
性
質
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
56
）
。

礼
譲
の
問
題
と
し
て
外
国
判
決
を
執
行
し
て
き
た
。
礼
譲
は
、
第

二
次
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
、「
外
国
国
家
で
下
さ
れ
た

判
決
は
、
…
有
効
で
あ
る
な
ら
ば
、
通
常
、
他
州
の
判
決
と
同
様

の
効
力
が
与
え
ら
れ
る
（
54
）
」
と
さ
れ
、
そ
の
有
効
性
は
、
判
決
を
下

し
た
裁
判
所
が
当
事
者
に
対
し
て
適
切
な
人
的
裁
判
管
轄
権
を
有

し
且
つ
本
質
的
に
不
公
正
で
な
い
手
続
を
用
い
て
い
た
か
否
か
の

み
に
基
づ
く
と
規
定
さ
れ
る
（
55
）
。
裁
判
所
に
は
ま
た
、
受
け
入
れ
難

い
判
決
の
執
行
を
回
避
す
る
た
め
に
公
序
に
よ
る
例
外
が
認
め
ら

れ
る
が
、
そ
の
例
外
は
非
常
に
狭
く
解
釈
さ
れ
、
原
請
求
が
執
行

の
請
求
さ
れ
る
国
家
内
で
適
切
且
つ
正
当
で
あ
る
と
い
う
基
本
的

な
考
え
と
矛
盾
す
る
場
合
に
執
行
を
拒
否
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

更
に
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
と
執
行
に
関
す
る
国
連
条
約
及
び

統
一
外
国
金
銭
判
断
承
認
法
は
、
詐
欺
が
あ
る
か
ま
た
は
執
行
が

執
行
法
廷
地
の
公
序
に
反
す
る
場
合
を
除
き
、
判
決
ま
た
は
仲
裁

判
断
の
執
行
を
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
に
要
求
す
る
。
そ
の
た
め
、

公
序
に
よ
る
例
外
は
あ
る
に
せ
よ
、
ほ
と
ん
ど
の
事
案
で
裁
判
所

は
外
国
判
決
を
承
認
し
て
き
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、
少
な
く
と
も
憲
法
上
の
価

値
が
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、「
違
憲
な
」

（unconstitutional

）
判
決
の
執
行
は
そ
れ
自
体
憲
法
違
反
で
あ
る

三
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
一
一
）

に
注
目
す
る
。P

ark

は
、
新
設
の
ア
メ
リ
カ
会
社
の
ド
メ
イ
ン

名
を
、
ま
さ
に
そ
れ
が
新
設
の
企
業
で
あ
る
か
ら
こ
そ
意
図
的
に

登
録
し
た
。
偶
然
に
ド
メ
イ
ン
名
が
同
一
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

ア
メ
リ
カ
会
社
の
こ
と
を
知
り
、
混
乱
に
便
乗
し
、
ド
メ
イ
ン
名

を
会
社
に
売
り
つ
け
る
た
め
に
、
意
図
的
に
名
前
を
選
択
し
た
の

で
あ
る
。P

ark

の
こ
の
行
為
が
ア
メ
リ
カ
国
内
に
本
拠
を
有
す

る
ア
メ
リ
カ
会
社
を
標
的
と
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
的
視
野
に
立
つ
裁
判
所
は
、
本
件
に
ア
メ
リ
カ
商

標
法
を
適
用
す
る
。
大
韓
民
国
裁
判
所
も
ま
た
、
同
様
な
視
座
を

有
す
る
な
ら
、
判
決
承
認
の
ケ
ー
ス
と
判
断
し
、P

ark

の
自
発

的
な
ア
メ
リ
カ
へ
の
所
属
を
認
め
、
こ
こ
に
発
生
す
る
一
種
の
裁

判
の
手
詰
ま
り
を
回
避
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
判
決
を
執
行
す

べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
抵
触
的
価
値
の
重
要
性
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
商
標
権
保
有
者
が
持
つ
市
民
権
が
常
に
法
選
択

判
断
に
影
響
を
与
え
る
意
味
で
は
な
い
。
本
件
で
、P

ark

が
知

ら
ず
に
且
つ
利
益
を
得
る
意
図
も
な
く
ド
メ
イ
ン
名
を
登
録
し
て

い
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
自
発
的
な
所
属
は
な
く
、
ま
た
、
ア

メ
リ
カ
会
社
が
大
韓
民
国
内
に
本
拠
を
置
く
か
ま
た
は
実
質
的
活

動
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
、
両
当
事
者
は
大
韓
民
国
へ
所
属
す
る

た
め
、
同
国
商
標
法
が
適
用
さ
れ
る
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
法
選

こ
の
よ
う
に
法
選
択
と
外
国
判
決
の
執
行
に
つ
い
て
の
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
説
明
し
た
上
で
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
上

述
の
三
事
案
に
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
当
て
は
め
る
。

⑷
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
の
適
用

法
選
択
と
判
決
承
認
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
ケ
ー
ス
分
析
に
つ
い
て
他
の
方
法
論
と
は
著
し
く
異
な
る

枠
組
み
を
提
供
す
る
。
最
終
結
果
に
違
い
は
な
い
が
、
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
裁
判
官
に
対
し
渉
外
的
事
案
に
お
け
る
自
身
の

役
割
に
つ
い
て
の
見
方
に
影
響
を
与
え
る
と
ベ
ア
マ
ン
は
指
摘
す

る
。① G

lobalS
antaF

e 

事
件
に
つ
い
て

法
選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
立
つ
裁
判
所
は
、
本
件

当
事
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
が
大
韓
民
国
法
ま
た
は
ア
メ
リ
カ

法
（
ま
た
は
双
方
の
一
部
組
合
せ
）
の
適
用
を
正
当
化
す
る
か
否
か

を
問
う
。
大
韓
民
国
住
民P

ark

は
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
登
録

機
関
に
ド
メ
イ
ン
名
を
登
録
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ

と
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
わ
ず
か
な
接
触
を
も
欠
い
て
い

た
。
そ
う
し
た
文
字
通
り
の
「
接
触
」（contacts

）
へ
の
依
拠
は
、

属
地
主
義
の
遺
物
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
所
属

三
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を
使
用
す
る
ド
メ
イ
ン
名
を
登
録
し
た
ス
ペ
イ
ン
市
民
が
、
こ
の

登
録
を
保
持
す
る
目
的
で
ア
メ
リ
カ
に
現
実
的
存
在
を
有
し
な
い

ア
メ
リ
カ
会
社
を
設
立
し
、
そ
の
ド
メ
イ
ン
名
を
移
転
し
た
も
の

で
あ
る
。
法
選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
法
人
格
付
与

地
の
よ
う
な
法
的
形
式
に
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
実
質

的
所
属
に
焦
点
を
当
て
る
。
本
件
は
、
重
要
な
も
の
の
全
て
が
ス

ペ
イ
ン
に
在
り
、
ス
ペ
イ
ン
訪
問
を
考
え
る
者
の
た
め
の
ウ
ェ

ブ
・
ポ
ー
タ
ル
に
関
す
る
紛
争
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
強
い
ス

ペ
イ
ン
へ
の
所
属
で
あ
る
。
そ
の
た
め
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座

は
、
地
裁
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
認
め
、
市
がB

arcelona

の
語
を
含

む
名
称
に
有
効
な
商
標
権
を
持
つ
か
否
か
の
判
断
に
ス
ペ
イ
ン
法

を
適
用
す
る
。
第
四
巡
回
裁
判
所
は
逆
に
、
ス
ペ
イ
ン
法
の
域
外

適
用
を
認
め
ず
、
ア
メ
リ
カ
商
標
法
を
適
用
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル

に
相
互
接
続
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
関
わ

る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
控
訴
裁
判
所
の
見
解
は
、
何
ら
か
の
域
外

的
な
効
果
を
持
つ
判
決
を
回
避
す
る
方
法
が
な
い
た
め
、
問
題
が

あ
る
。
控
訴
裁
判
所
は
、
会
社
が
形
式
上
ア
メ
リ
カ
国
内
に
所
在

す
る
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
会
社
に
関
す
る
事
案
に

ス
ペ
イ
ン
商
標
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
に
焦
点
を
当
て

る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ス
ペ
イ
ン
商
標
権
者
、
両
ス

択
の
視
座
は
ま
た
、
登
録
会
社
の
場
所
が
法
選
択
判
断
に
何
ら
か

の
意
味
を
持
つ
と
い
う
地
方
裁
判
所
の
考
え
を
支
持
し
な
い
。
そ

れ
は
、
大
多
数
の
人
が
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
の
登
録
の
消

息
ま
た
は
関
わ
り
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
非

常
に
恣
意
的
方
法
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
を
領
域
化
す
る
も
の

で
あ
る
。
実
際
問
題
と
し
て
も
、
登
録
会
社
の
物
理
的
な
場
所
の

強
調
は
、
近
い
将
来
、
す
べ
て
の
ド
メ
イ
ン
名
紛
争
（
少
な
く
て

も
、
最
も
一
般
的
な”.com

”

、”.net ”
ま
た
は”.edu ”

の
紛
争
）
が
ア
メ

リ
カ
法
に
基
づ
き
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
登
録
会
社
の
恣
意
的
な
場
所
を
優
先
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
統

一
性
を
生
む
が
、
受
け
入
れ
難
い
ほ
ど
偏
狭
的
で
あ
り
、
異
な
る

法
的
規
則
が
異
な
る
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
適
用
さ
れ

る
た
め
、
ド
メ
イ
ン
名
シ
ス
テ
ム
の
長
期
的
分
割
を
誘
発
す
る
。

逆
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
予
測
不
可
能
な
場
合
も
あ

る
が
、
少
な
く
と
も
ど
の
国
家
法
が
ど
の
紛
争
の
タ
イ
プ
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
長
期
的
コ
ン
セ
ン

サ
ス
を
発
展
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
る
（
57
）
。

② B
arcelona.com

事
件
に
つ
い
て

本
件
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
わ
ず
か
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン

訪
問
者
向
け
旅
行
ポ
ー
タ
ル
の
製
作
の
た
め
に
ス
ペ
イ
ン
都
市
名

三
五
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
一
三
）

③ Y
ahoo!,Inc

事
件
に
つ
い
て

本
件
も
域
外
適
用
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。Y

ahoo!

は
、
フ

ラ
ン
ス
判
決
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
表
現
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
よ

る
グ
ロ
ー
バ
ル
規
則
の
強
要
で
あ
り
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。

だ
が
、
禁
止
マ
テ
リ
ア
ル
へ
の
フ
ラ
ン
ス
住
民
に
よ
る
ア
ク
セ
ス

を
フ
ラ
ン
ス
が
阻
止
で
き
な
け
れ
ば
、
事
実
上
、
ア
メ
リ
カ
に
よ

る
第
一
修
正
条
項
の
世
界
へ
の
押
付
け
と
な
り
、
再
び
域
外
適
用

問
題
が
避
け
ら
れ
な
い
。

本
件
は
、
非
常
に
困
難
な
事
案
で
あ
る
。
修
正
第
一
条
が
憲
法

上
の
命
令
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
人
の
帰
属
意
識
の
核

心
を
突
き
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
有
用

で
あ
る
た
め
、
本
件
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
公
序
は
非
常
に
強
い
。

ま
たY

ahoo!

は
、
ア
メ
リ
カ
に
本
拠
を
置
く
ア
メ
リ
カ
会
社
で

あ
り
、
修
正
第
一
条
に
よ
る
保
護
の
資
格
は
強
固
で
あ
る
。
一
方
、

関
係
す
る
抵
触
的
価
値
を
比
較
す
る
と
、
本
件
が
単
に
フ
ラ
ン
ス

が
そ
の
国
内
に
所
属
を
有
し
な
い
団
体
に
対
し
そ
の
規
範
を
強
要

す
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。Y

ahoo!

は
、
世
界

中
か
ら
ユ
ー
ザ
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ラ
ン

と
、
フ
ラ
ン
ス
に
子
会
社
を
持
つ
多
国
籍
企
業
で
あ
る
。Y

ahoo!

は
、
サ
イ
ト
の
内
容
に
つ
い
て
指
示
す
る
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
子
会

ペ
イ
ン
当
事
者
及
び
ス
ペ
イ
ン
旅
行
者
向
け
ウ
ェ
ブ
・
ポ
ー
タ
ル

に
関
わ
る
事
案
に
ア
メ
リ
カ
法
を
適
用
す
る
た
め
、
同
様
に
域
外

適
用
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
国
家
の
商
標
法
を
域
外
的
に
適

用
す
る
だ
け
で
は
法
選
択
問
題
に
何
ら
の
解
決
を
も
た
ら
さ
な
い

た
め
、
属
地
主
義
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の

実
質
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
分
析
す
る
た
め
の
法
選
択
原
則

を
用
い
て
深
く
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
件
に
第
三
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
規
範
群
、
即
ち
ア
メ
リ
カ
で
も

ス
ペ
イ
ン
で
も
な
い
、
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
仲
裁
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
規

範
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
規
範
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
管
理
機
関Internet C

orporation for 
A
ssigned N

am
es and N

um
bers

（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
）
が
公
表
し
た

統
一
的
紛
争
処
理
政
策
（
Ｕ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
）
の
産
物
で
、
裁
判
所
は
こ

の
非
国
家
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
尊
重
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
は
合
法
的
な
管
理
団
体
か
否
か
、
サ
イ
ト
運
営
者
と

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
の
関
係
が
大
部
分
無
意
識
で
あ
る
た
め
、
容
認
可
能

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
が
、
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ

仲
裁
の
存
在
は
、
非
国
家
的
団
体
が
規
範
の
重
要
な
源
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
何
ら
か
の
抵
触
的
分
析
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
気
付
か
せ
る
（
58
）
。

三
五
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
一
四
）

も
執
行
可
能
と
考
え
る
。
だ
が
、
最
終
結
果
に
関
係
な
く
、
執
行

判
決
が
関
わ
る
抵
触
的
価
値
を
実
質
的
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、

修
正
第
一
条
の
引
用
や
外
国
判
決
の
執
行
の
拒
否
が
で
き
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
（
59
）
。

⑸
結
論

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
基
づ
い
て
三
つ
の
事
案
の
再
検
討

を
行
っ
た
の
ち
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
そ
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
ま
と

め
る
。

F
. H
off m
an-L

a R
oche L

td. 

事
件
（
60
）
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
少

な
く
と
も
被
害
を
外
国
の
原
告
が
蒙
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

外
国
の
反
競
争
的
な
活
動
を
域
外
規
制
す
る
た
め
に
シ
ャ
ー
マ
ン

法
を
適
用
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
域
外
適
用

に
関
し
て
規
定
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
最
高
裁
は
、
外
国
に

お
い
て
の
み
損
害
を
引
起
す
外
国
反
競
争
的
行
為
に
適
用
す
る
よ

う
法
を
解
釈
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
法
帝
国
主
義
的
に
ア
メ
リ
カ

の
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
を
強
要
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

本
件
裁
判
所
の
「
法
帝
国
主
義
」（legal im

perialism

）
に
つ
い

て
の
見
解
は
有
益
で
あ
る
。
高
度
に
相
互
依
存
の
世
界
で
は
、
法

的
帝
国
主
義
に
対
す
る
懸
念
は
、
軍
事
的
帝
国
主
義
な
ど
と
同
様

社
の
実
質
的
な
統
制
を
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ー
ザ
を
標
的
に
す

る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
広
告
を
用
い
、
定
期
的
に
プ
ロ
フ
ァ
イ

ル
も
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
市
場
を
利
用
す
る
努
力

と
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
わ
り
は
、Y

ahoo!

の
フ
ラ
ン
ス
の
「
域
外

適
用
的
な
」（extraterritorial

）
判
決
に
対
す
る
異
議
に
十
分
な

根
拠
を
与
え
な
い
。

か
く
し
て
本
件
は
両
極
の
間
に
入
る
。
一
方
の
極
は
、
両
当
事

者
と
紛
争
の
双
方
が
関
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
が
専
ら
外
国
に

あ
り
、
そ
の
国
の
判
決
の
執
行
が
適
切
な
事
案
、
他
方
の
極
は
、

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
一
地
方
に
本
拠
の
あ
る
サ
イ
ト
が
、
そ
の
サ

イ
ト
上
に
入
手
可
能
な
物
が
あ
る
と
の
理
由
だ
け
で
フ
ラ
ン
ス
で

訴
追
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
こ
の
サ
イ
ト

の
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
欠
如
は
、
フ
ラ
ン
ス

判
決
が
ア
メ
リ
カ
国
内
で
執
行
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
。
修
正
第
一
条
の
強
い
価
値
は
、
承
認
裁
判
所
が
国
際
的

司
法
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
共
同
組
合
員
と
し
て
留
ま
る
た
め
に
判
決

を
執
行
す
る
必
要
性
を
凌
ぐ
。
本
件
は
、
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス

へ
の
二
つ
の
重
大
な
所
属
が
あ
る
が
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、
最
終
的
にY

ahoo!

の
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
が
海
外
に

及
ぶ
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
判
決
を
正
当
化
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

三
五
八



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
一
五
）

偏
狭
な
法
廷
地
法
の
優
先
に
基
づ
く
抵
触
規
則
は
法
帝
国
主
義
へ

と
向
か
う
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
渉
外
的
事
案
に
お
い
て
妥
協
的

な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
創
造
の
自
由
を
裁
判
所
に
認
め
る
の
は
理
に

か
な
う
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
問
題
を
個
別
分
析
を
行
わ
ず

実
質
法
問
題
に
包
摂
す
る
に
は
重
要
す
ぎ
る
。
最
後
に
、
外
国
判

決
承
認
の
判
断
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
法
ま

た
は
公
序
と
合
致
し
な
い
場
合
に
も
、
外
国
に
所
属
を
持
つ
当
事

者
は
外
国
判
決
に
適
切
に
服
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
単
純
に
地

域
優
先
が
当
然
に
勝
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
要
請
に
応
え
る
た
め
抵
触
法
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的

視
座
は
、
領
域
よ
り
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
に
焦
点
を
当
て
、
法

的
な
視
線
を
地
理
的
場
所
と
の
形
式
的
な
接
触
よ
り
も
グ
ロ
ー
バ

ル
な
相
互
交
流
の
実
態
に
向
け
る
。
ま
た
、
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

所
属
を
前
提
と
し
、
法
廷
地
法
を
優
先
す
る
根
拠
が
な
い
こ
と
を

認
め
、
国
家
は
必
然
的
に
国
際
的
シ
ス
テ
ム
の
中
に
組
み
入
れ
ら

れ
る
た
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
協
力
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
こ
と
に
重
大
な
利
益
を
持
つ
と
み
る
。
更
に
、
一
つ
の
包
括

的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
法
の
創
設
は
実
際
上
見
込
み
が
な
く
、
好
ま
し

く
も
な
い
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
特
殊
性

と
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
効
果
的
な
規
制
の
必
要
性
の
双
方
に
応

に
重
大
で
あ
る
。
法
規
範
の
国
際
的
協
調
へ
の
期
待
は
現
実
的
で

な
い
が
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
裁
判
官
に
対
し

て
、
多
数
国
共
同
事
業
の
一
環
と
し
て
法
選
択
規
則
を
発
展
さ
せ

る
間
、
複
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
評
価
を
容
認
す
る
。

勿
論
、
抵
触
分
析
は
、
国
境
を
越
え
て
発
生
す
る
解
決
困
難
な

諸
問
題
を
評
価
す
る
た
め
の
序
列
化
原
理
を
創
設
す
る
試
み
の
一

手
段
で
あ
る
。
従
っ
て
第
一
歩
は
、
裁
判
所
が
抵
触
分
析
を
重
く

受
け
止
め
、
渉
外
事
案
に
抵
触
の
諸
原
理
を
用
い
る
こ
と
に
あ
る
。

安
易
に
内
国
法
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
国
法
が
紛
争

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
程
度
に
つ
い
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
え
て
、
抵
触
事
案
の
判
断
に
関
す
る
特
別
な
規
則
が
重
要
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
根
の
レ
ベ
ル
で
抵
触
規
則
が
変
化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
所
属
の
定
義
を
反
映
す
る
か
ら
で
あ
る
。
抵
触
分
析
は
、
常

に
い
か
な
る
場
合
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
そ
の
規
範
を
他
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
関
わ
る
紛
争
に
強
要
す
る
こ
と
が
妥
当
か
に
つ
い
て
問

う
。
か
く
し
て
抵
触
法
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
問
題
を
徐
々
に
解
決

す
る
た
め
の
交
戦
分
野
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
交
流
の
時
代
に
お
い
て
、
重
要
事
象
の
領

域
的
場
所
に
の
み
基
礎
を
置
く
抵
触
法
学
は
過
度
に
限
定
的
で
、

様
々
な
非
領
域
的
所
属
の
人
や
企
業
を
実
際
の
姿
で
捕
捉
で
き
ず
、

三
五
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
一
六
）

が
機
能
的
な
超
国
家
的
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
利
益
を
得
る
方
法
を

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
調
、
和
解
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
相
互

交
流
を
強
調
し
な
が
ら
、「
同
化
せ
ざ
る
異
質
な
も
の
」

（unassim
ilated otherness

）
を
許
す
と
い
う
抵
触
ア
プ
ロ
ー
チ
を

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
遠
大
な
目
標

に
到
達
す
る
可
能
性
は
低
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
徐
々
に
深
ま
る

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
世
界
に
真
剣
に
取
り
組
む
法
的
規
範
を
採
用

す
る
こ
と
で
、
我
々
は
少
な
く
と
も
重
要
な
一
歩
を
踏
み
出
す
こ

と
が
で
き
る
（
61
）
。

以
上
が
ベ
ア
マ
ン
の
主
張
す
る
法
抵
触
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
次
の
章
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い

て
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

第
三
章　

若
干
の
検
討

以
上
が
ベ
ア
マ
ン
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す

る
主
張
で
あ
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
現

に
よ
り
超
領
域
的
な
及
び
非
領
域
的
な
効
力
を
持
つ
規
範
が
登
場

す
る
と
、
地
域
住
民
は
徐
々
に
領
域
的
に
遠
隔
地
の
行
為
や
当
事

者
に
対
し
て
支
配
権
を
主
張
し
始
め
、
同
時
に
ま
た
、
非
局
所
的

な
当
事
者
ら
は
、
地
域
の
法
手
続
の
結
果
を
回
避
す
る
た
め
、
国

え
る
た
め
、
抵
触
法
原
則
に
関
す
る
継
続
的
で
微
妙
な
論
議
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
分
析
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
所
属
、
超
国
家
的
シ
ス
テ
ム
の
機
能
的
要
求
、
そ
し
て
複
数

規
範
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
関
わ
る
事
案
の
た
め
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト

な
規
範
の
発
展
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
外

国
裁
判
所
の
判
決
の
検
討
の
際
に
裁
判
官
は
、
長
期
的
な
抵
触
価

値
の
重
要
性
を
分
析
し
、
地
域
的
規
範
に
頼
っ
て
は
な
ら
な
い
。

勿
論
、
法
抵
触
事
案
の
解
決
に
最
適
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を

捉
え
る
方
法
に
関
す
る
法
的
原
則
の
発
展
に
は
課
題
が
山
積
す
る
。

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
抵
触
規
範
を
創
出
す
る
た

め
の
国
際
的
な
司
法
判
断
や
外
交
交
渉
を
容
認
す
る
こ
と
で
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
分
析
方
法
に
関
す
る
継
続
的
議
論
を
通
じ
て
、

真
の
超
国
家
的
法
シ
ス
テ
ム
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
、

抵
触
法
の
総
合
的
分
析
は
、
国
公
認
の
団
体
の
規
範
に
限
定
せ
ず
、

法
的
多
元
主
義
の
洞
察
を
含
み
、
規
範
を
創
生
す
る
非
国
家
的
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
そ
の
規
範
が
説
得
力
を
持
つ
た
め
に
分
析
す
べ
き

程
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
だ
が
現
在
の
段
階
で
は
、
国
境
を
越

え
る
抵
触
問
題
の
分
析
の
た
め
の
様
々
な
基
準
に
つ
い
て
の
議
論

で
充
分
で
あ
る
。
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
と
大
局
的
な
国
家
利

益
を
認
識
す
る
こ
と
で
、
法
帝
国
主
義
に
陥
ら
ず
、
全
て
の
国
家

三
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国
家
裁
判
所
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
行
使
す
る

こ
と
も
認
め
る
こ
と
を
提
唱
し
、
こ
れ
を
裁
判
管
轄
の
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ン
的
多
元
主
義
概
念
と
称
す
る
。
ま
た
別
の
個
所
で
は
、
国

際
法
や
国
際
私
法
の
研
究
者
ら
は
、
法
は
国
家
が
公
的
に
認
め
た

団
体
の
行
為
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
、
法
は
国
家
主
権
の

独
占
的
作
用
で
あ
る
こ
と
と
い
う
従
う
べ
き
二
つ
原
理
が
在
る
と

考
え
、
国
家
間
の
関
係
に
重
点
を
置
き
、
法
的
多
元
主
義
に
注
意

を
払
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
失
わ
れ
つ
つ
あ

り
、
国
際
的
団
体
、
非
政
府
機
関
（N

G
O
s

）、
多
国
籍
企
業
や
業

界
団
体
、
土
着
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
国
際
的
テ
ロ
リ
ス
ト
、
活
動
家

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
非
国
家
に
よ
る
、
重
複
的
超
国
家
的
管
轄

を
検
討
す
べ
き
と
主
張
す
る
（
63
）
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ア
マ
ン
の
主
張
は
、
問
題
は
少
な
く
な
い
も
の

の
、
一
考
に
値
す
る
。
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
発
生
し
た
紛

争
に
つ
き
、
国
家
裁
判
所
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
設
立

さ
れ
た
紛
争
解
決
機
関
に
そ
の
紛
争
の
解
決
を
委
ね
る
方
法
は
既

に
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
更
に
積
極
的
に
押
し
進

め
て
、
管
轄
権
を
行
使
し
得
る
団
体
を
国
家
に
よ
り
何
ら
か
信
任

を
得
た
団
体
に
限
定
せ
ず
、
広
く
そ
の
他
の
非
国
家
的
団
体
に
も

認
め
る
べ
き
と
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
管
轄
権
の
行
使
が
容
認

際
的
・
超
国
家
的
法
廷
の
管
轄
権
を
行
使
す
る
と
主
張
す
る
。
そ

の
結
果
、
こ
の
双
方
の
環
境
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
巡
る
闘

争
は
、
し
ば
し
ば
法
抵
触
分
野
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ

て
（
62
）
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
抵
触
法
の
重
要
性
を
指
摘
す

る
。
先
ず
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ア
マ
ン
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
見
解

を
ま
と
め
て
み
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
に
伴
い
進
展
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時

代
に
お
い
て
、
地
理
的
領
域
に
基
づ
き
国
家
の
み
を
唯
一
の
所
属

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
考
え
る
裁
判
管
轄
シ
ス
テ
ム
は
、
偏
狭
的
で
あ

り
、
場
所
、
距
離
、
国
境
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
現
在
の

社
会
概
念
に
合
致
し
て
い
な
い
。
人
は
、
国
家
や
州
な
ど
の
政
治

的
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
業
界
団
体
、
組
合
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
チ
ャ
ッ
ト
・
グ
ル
ー
プ
な
ど
多
種
多
様
な
非

国
家
的
グ
ル
ー
プ
に
も
所
属
し
、
こ
れ
ら
の
非
国
家
的
グ
ル
ー
プ

内
の
規
範
に
も
拘
束
さ
れ
、
中
に
は
国
家
的
な
強
制
力
よ
り
も
強

い
拘
束
力
を
持
つ
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
、
裁
判
管
轄
の
判
断
の

適
用
の
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
非
国
家
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範

を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
管
轄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

構
成
を
よ
り
広
範
囲
に
捉
え
、
人
が
複
数
の
、
と
き
に
は
非
領
域

的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
の
可
能
性
を
容
認
し
、
裁
判
管
轄
を

三
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差
し
控
え
て
い
る
（
64
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
し
て
も
ベ

ア
マ
ン
の
考
え
の
す
べ
て
を
容
認
す
る
こ
と
に
は
、
様
々
な
問
題

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
次
の
点
の
み
の
指
摘
に
留
め
る
。

ベ
ア
マ
ン
が
そ
の
裁
判
管
轄
判
断
を
尊
重
す
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
し
て
、
国
家
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
だ
け
で
な
く
非
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
も
含
む
と
し
、
宗

教
団
体
、
業
界
、
組
合
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
。
し
か
し
、

あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
紛
争
解
決
た
め
の
管
轄
を
認

め
る
こ
と
は
問
題
が
あ
り
、
そ
の
範
囲
が
論
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
犯
罪
組
織
な
ど
の
違
法
行
為
を
行
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
つ
い
て
、
そ
の
紛
争
解
決
の
判
断
を
尊
重
し
、
国
家
裁
判

所
が
判
断
を
控
え
る
こ
と
は
、
そ
の
組
織
の
存
在
自
体
の
容
認
に

つ
な
が
り
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
合
に
は
、
そ
の
内
部
の
紛
争
解

決
機
関
に
よ
る
判
断
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
を

そ
の
裁
判
管
轄
を
否
定
す
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め

に
、
固
有
の
裁
判
管
轄
を
認
め
国
家
裁
判
所
が
管
轄
権
の
行
使
を

差
し
控
え
る
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
、
独
自
の
裁
判
管
轄
を
否
定

し
、
国
家
裁
判
所
が
判
断
を
行
う
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
の
よ

う
に
し
て
線
引
き
す
る
か
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に

さ
れ
る
例
と
し
て
、
国
際
通
商
ル
ー
ル
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て

の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
機
関
（D

ispute S
ettlem

ent B
ody

）
や
、

ス
ポ
ー
ツ
に
関
し
て
国
際
オ
リ
ッ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）

が
設
立
し
た
ス
ポ
ー
ツ
仲
裁
裁
判
所
が
著
名
で
あ
る
。
日
本
国
内

に
お
い
て
も
、
民
間
機
関
に
よ
る
裁
判
外
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）

機
関
と
し
て
、
日
本
商
事
仲
裁
協
会
、
日
本
海
運
集
会
所
、
業
界

団
体
、
消
費
者
団
体
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
一
九
五
八
年

の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
よ
り
仲
裁
判
断
の
他
国
に
お
け
る
執
行

が
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
紛
争
解
決
機
関
の

ほ
と
ん
ど
が
、
諸
国
家
が
加
盟
す
る
国
際
的
機
関
に
よ
り
設
立
さ

れ
て
い
る
か
、
国
家
に
よ
り
紛
争
解
決
事
象
者
と
し
て
認
証
を
受

け
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
重
複
的
に
超
国
家
的
な
裁
判

管
轄
を
容
認
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
こ
れ
ら
機
関
の
判
断
は
、

通
常
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
事
情
に
通
じ
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
事
情
に
疎
い
裁
判
官
に
よ
る
判
断
よ
り
も
信
頼
が

得
ら
れ
易
い
こ
と
や
、
迅
速
な
解
決
を
期
待
で
き
る
な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
機
関
に
よ

る
判
断
が
存
在
す
る
場
合
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
、
国
家
裁
判

所
は
そ
の
判
断
を
控
え
る
べ
き
で
あ
り
、
実
際
に
も
、
我
が
国
で

は
紛
争
解
決
機
関
の
判
断
を
尊
重
し
、
裁
判
所
は
自
身
の
判
断
を

三
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る
所
属
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
認
め
、
事
案

に
よ
っ
て
は
、
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
を
考
慮
し
た
渉
外

的
事
案
を
解
決
す
る
た
め
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
実
質
法
規
範
の
創

造
を
も
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に

基
づ
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
三
つ
の
事

案
の
再
検
討
を
行
う
。

先
ずG

lobalS
antaF

e

事
件
に
つ
い
て
は
、
準
拠
法
の
決
定

の
方
法
に
つ
い
て
、
ド
メ
イ
ン
名
の
登
録
会
社
の
所
在
地
が
法
選

択
に
何
ら
か
の
意
味
を
持
た
せ
る
裁
判
所
の
判
断
を
批
判
し
、
こ

れ
は
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
本
拠
を
有
す
る
ウ
ェ
ブ･

サ
ー

バ
ー
を
「
訪
問
す
る
」（V

isiting

）
だ
け
の
関
連
性
し
か
有
し
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が

り
、
こ
の
よ
う
な
ご
く
わ
ず
か
な
関
連
性
に
基
づ
い
て
特
定
領
域

の
法
の
適
用
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
属
地
主
義
の
遺
物
で
あ
る
と

反
対
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
登
録
会
社
の
物
理
的
な
場
所

の
強
調
は
、
非
常
に
恣
意
的
方
法
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
を
領

域
化
す
る
も
の
で
、
少
な
く
て
も
最
も
一
般
的
な”.com

”

、”.
net ”

ま
た
は”.edu ”

の
紛
争
が
ア
メ
リ
カ
法
に
基
づ
き
解
決
さ

れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
、
受
け
入
れ
難
い
ほ
ど
偏
狭
的

で
あ
る
と
批
判
す
る
。
む
し
ろ
大
韓
民
国
内
に
居
住
者
の
行
為
が

つ
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
明
確
で
は
な
い
が
、
裁
判
を
積
み
重
ね
に

よ
っ
て
徐
々
に
そ
の
基
準
が
確
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
も

知
れ
な
い
。

次
に
、
法
選
択
規
則
と
外
国
判
決
の
承
認
執
行
に
関
す
る
ベ
ア

マ
ン
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
。
領
域
的
場
所
を
重
要
視
し
な
い
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
人
が
常
に
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

所
属
し
、
単
な
る
空
間
的
場
所
か
ら
切
り
離
し
得
る
と
い
う
考
え

が
前
提
と
な
る
。
渉
外
的
事
案
を
判
断
す
る
裁
判
官
は
、
法
廷
地

国
の
地
域
的
政
策
を
重
要
視
し
、
法
廷
地
法
の
適
用
を
優
先
的
に

考
慮
す
べ
き
で
は
な
く
、
自
身
が
内
国
的
、
多
数
国
的
及
び
国
際

的
な
規
範
の
結
合
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
役
割
の
一
端
を
担
っ
て
い
る

こ
と
を
自
覚
し
て
、
裁
判
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
裁
判
所
は
、
一
度
の
裁
判
で
得
ら
れ
る
短
期
的
利
益
で
は

な
く
、
諸
国
家
が
共
同
し
て
世
界
秩
序
を
形
成
す
る
こ
と
で
得
ら

れ
る
長
期
的
な
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
は
、

法
選
択
を
必
要
と
し
な
い
一
つ
の
普
遍
的
「
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
の
た
め
の
規
範
の
創
造
を
目
指
す
べ
き
と
う
い
う
の
で
は

な
く
、
人
は
領
域
的
で
あ
れ
非
領
域
的
で
あ
れ
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
所
属
が
、
国
家
規
範
だ
け
で
な
く
、
非
国
家
的
規
範
で
あ

三
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八
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〇
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に
基
づ
く
準
拠
法
の
縄
張
り
争
い
は
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

登
場
に
よ
り
非
現
実
的
な
も
の
と
な
り
、
妥
当
性
が
損
な
わ
れ
る

結
果
に
至
る
と
批
判
す
る
。
よ
っ
て
、
商
標
の
紛
争
に
つ
い
て
も

適
切
な
法
規
範
を
決
定
す
る
た
め
の
法
選
択
原
則
の
適
用
を
裁
判

所
に
求
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
、
当
事
者
が
実
際
に
所
属
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
適
切
に
考
慮
す
る
法
選
択
体
制
が
有
用
で
あ

る
と
す
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
実
質
的
所

属
に
焦
点
を
当
て
る
と
ス
ペ
イ
ン
へ
の
強
い
所
属
を
示
す
こ
と
か

ら
、
ス
ペ
イ
ン
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
の
適
用

は
ス
ペ
イ
ン
当
事
者
ら
へ
の
域
外
適
用
と
な
り
問
題
が
あ
る
。

従
っ
て
、
あ
る
国
家
の
商
標
法
を
域
外
適
用
す
べ
き
か
否
か
は
、

属
地
主
義
を
頼
る
の
で
は
な
く
、
法
選
択
原
則
を
用
い
て
当
事
者

の
実
質
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
分
析
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
こ
で
ベ
ア
マ
ン
は
、
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
管
理
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
が
公
表
し
た
統
一
的
紛
争
処
理

政
策
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
仲
裁
判
断
の
存
在
を
挙

げ
、
そ
れ
は
非
国
家
的
団
体
の
規
範
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
何
ら
か
の
抵
触
的
分
析
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

Y
ahoo!

事
件
に
お
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

完
全
に
ア
メ
リ
カ
国
内
に
本
拠
を
有
す
る
同
国
会
社
を
標
的
と
し

て
い
た
こ
と
根
拠
に
し
て
、
同
国
法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
っ

た
と
す
る
。

次
に
、B

arcelona.com

事
件
に
つ
い
て
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、

ア
メ
リ
カ
国
内
に
ほ
ぼ
実
体
を
有
し
な
い
同
国
会
社
に
よ
っ
て
同

国
登
録
機
関
が
管
理
す
る
ド
メ
イ
ン
名
に
関
し
て
同
国
裁
判
所
に

提
訴
さ
れ
て
い
る
事
案
に
、
商
標
権
の
属
地
主
義
の
原
則
に
根
拠

に
し
て
、
同
国
商
標
法
を
適
用
し
て
い
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
、
ド
メ

イ
ン
名
紛
争
の
法
選
択
の
問
題
を
考
察
す
る
際
、
属
地
主
義
の
強

調
は
、
相
当
の
域
外
効
果
を
有
す
る
法
を
創
造
す
る
か
も
知
れ
な

い
と
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
硬
直
的
な
属
地
主
義
に
考
え
に
従
い

ア
メ
リ
カ
と
意
味
あ
る
関
連
性
を
有
し
な
い
事
案
に
お
い
て
も
同

国
商
標
法
の
適
用
を
強
要
す
る
よ
う
な
方
法
は
、
少
な
く
と
も
ド

メ
イ
ン
名
と
の
関
係
で
は
、
同
国
法
の
域
外
適
用
を
強
要
す
る
危

険
を
、
ま
た
属
地
主
義
の
原
則
が
回
避
し
よ
う
し
て
い
た
一
種
の

世
界
的
商
標
を
創
造
す
る
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る
と
。
ベ
ア
マ

ン
は
ま
た
、
裁
判
所
が
商
標
の
衝
突
の
調
整
又
は
適
用
規
範
法
の

決
定
の
必
要
性
を
回
避
す
る
た
め
に
属
地
主
義
の
原
則
を
利
用
し
、

安
易
に
法
廷
地
が
決
定
し
た
権
利
を
容
認
し
、
法
廷
地
法
を
適
用

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
属
地
主
義
的
な
考
え

三
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
一
）

リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
二
つ
の
重
大
な
所
属
が
あ
る
本
件
に
つ
い

て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
一
応Y

ahoo!

の
ビ
ジ
ネ
ス
活

動
が
海
外
に
及
ぶ
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
判
決
を
正
当
化
し
、
ア
メ
リ

カ
国
内
に
お
い
て
も
執
行
可
能
と
結
論
づ
け
る
が
、
最
終
結
果
に

関
係
な
く
、
執
行
判
決
が
関
わ
る
抵
触
的
価
値
の
実
質
的
な
考
慮

を
欠
い
た
ま
ま
、
簡
単
に
修
正
第
一
条
を
引
用
す
る
こ
と
や
外
国

判
決
の
執
行
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
こ
の
よ

う
に
ベ
ア
マ
ン
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
基
づ
い
て
事
案

を
再
検
討
す
る
が
、
彼
の
法
選
択
と
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
に

関
す
る
方
法
論
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

ベ
ア
マ
ン
が
論
文
の
中
で
検
討
す
る
た
め
に
取
り
上
げ
た
事
案

は
い
ず
れ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

主
張
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
そ
れ
以
外
の
紛
争
を
排

除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
述
し
たF

. H
off m
an-L

a 
R
oche

事
件
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
一
連
の
論
文
の
集
大
成
と
し
て
公
表
し
た
最
近
の
著
書

に
お
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
紛
争
以
外
の
事
例
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
（
65
）
こ
と
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
広
く

渉
外
的
事
案
に
お
い
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
よ
る
解
決

が
不
可
欠
と
な
る
と
考
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
英
米
法
系

隆
盛
に
よ
り
、
あ
る
場
所
の
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
他

の
場
所
の
法
を
破
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
国
際
的
な
判
決
承
認
の

事
案
が
よ
り
頻
繁
に
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
す
る
。
連
邦

地
裁
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
表
面
上
は
判
決
承
認
の
原
則
に
触
れ

な
が
ら
も
、
結
局
、
判
決
を
下
す
こ
と
と
判
決
を
執
行
す
る
こ
と

の
相
違
を
無
視
し
て
、
よ
り
詳
細
な
判
決
執
行
原
則
の
適
用
や
、

外
国
規
範
の
適
用
に
よ
り
合
衆
国
の
利
益
が
脅
威
に
晒
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
状
況
の
考
察
を
怠
っ
た
と
批
判
す
る
。
本
件
に
つ
い

て
ベ
ア
マ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
に
本
拠
を
置
く
ア
メ
リ
カ
会
社
で
あ

るY
ahoo!

に
は
、
修
正
第
一
条
に
よ
る
保
護
の
資
格
が
強
固
で

あ
る
が
、
他
方Y

ahoo!

は
世
界
中
の
ユ
ー
ザ
の
獲
得
を
目
指
し
、

フ
ラ
ン
ス
に
子
会
社
を
持
つ
多
国
籍
企
業
運
営
者
で
あ
り
、
同
国

の
サ
イ
ト
上
の
リ
ン
ク
と
内
容
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
で
、
子

会
社
を
実
質
的
に
統
制
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で

本
件
を
、
一
方
の
極
は
両
当
事
者
と
紛
争
の
双
方
が
関
わ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
が
も
っ
ぱ
ら
一
国
内
に
あ
り
、
そ
の
国
の
判
決

執
行
が
適
切
な
事
案
と
、
他
方
の
極
は
ア
メ
リ
カ
国
内
に
本
拠
を

置
く
ロ
ー
カ
ル
な
小
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
が
、
そ
の
サ
イ
ト
上
で
入

手
可
能
な
物
が
あ
る
と
の
理
由
だ
け
で
フ
ラ
ン
ス
で
訴
追
さ
れ
る

と
い
う
仮
説
的
な
事
案
と
の
中
間
に
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
ア
メ

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
二
二
）

る
こ
と
か
ら
、
裁
判
官
の
負
担
は
よ
り
大
き
く
、
こ
の
批
判
は
よ

り
一
層
強
い
も
の
と
な
ろ
う
。
ベ
ア
マ
ン
が
所
属
を
考
慮
す
べ
き

と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
無
数
に
存
在
し
、
そ
の
態
様
は
様
々
で

あ
る
。
明
確
な
規
範
を
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
れ
ば
、
そ
の

様
な
規
範
を
全
く
欠
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
あ
り
、
中
に
は
違
法
な

行
為
を
活
動
目
的
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
一

人
の
者
が
矛
盾
す
る
規
範
の
有
す
る
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
同
時

に
所
属
す
る
場
合
が
あ
れ
ば
、
大
き
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
中
の
一
部

が
よ
り
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
場
合
な
ど
も
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
裁
判
官
に
と
っ
て
、
法
ま
た
は
規
範
選
択
の
判
断
の
際
、

こ
れ
ら
の
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
中
か
ら
、
考
慮
さ
れ
る

べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
選
び
そ
の
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
は
、

非
常
に
大
変
な
労
力
を
要
す
る
。
従
っ
て
、
裁
判
に
迅
速
な
判
断

が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
あ
ま
り
現
実
的
な
考
え

と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
他
に
も
ま
た
、
所
属
の
強
さ
が
同
程
度

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
複
数
あ
っ
た
場
合
、
裁
判
官
は
何
を
基
準
に

し
て
一
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
優
先
す
る
の
か
、
や
は
り
法

廷
地
と
よ
り
結
び
つ
き
の
強
い
方
の
所
属
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範

を
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
、
訴
訟
当
事
者
が

所
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
の
適
用
を
望
ま
な
い
場
合
で

属
す
る
ア
メ
リ
カ
の
抵
触
法
と
大
陸
法
系
に
属
す
る
わ
が
国
の
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
型
国
際
私
法
で
は
法
体
系
が
異
な
る
が
、
ベ
ア
マ
ン
の

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
検
討
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
事
案
と
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
規
範
の
選

択
と
適
用
を
目
指
す
も
の
で
、
裁
判
管
轄
の
議
論
を
中
心
に
置
く

ア
メ
リ
カ
の
抵
触
法
体
系
か
ら
離
れ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
型
国
際
私

法
に
よ
り
接
近
す
る
も
の
で
あ
り
、
考
慮
に
値
す
る
も
の
と
考
え

る
。
ま
た
こ
の
方
法
論
は
、
関
係
国
の
法
政
策
や
統
治
利
益
の
内

容
の
比
較
衡
量
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
の
仕
方
や

程
度
（
結
び
つ
き
）
の
考
察
が
中
心
と
な
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し

も
特
定
国
の
実
際
の
法
規
範
の
適
用
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
関
係
国

の
法
の
比
較
を
通
じ
て
渉
外
事
案
用
の
新
た
な
内
容
の
渉
外
実
質

法
を
創
造
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
の
見
解
（
66
）
の

影
響
を
よ
り
大
き
く
受
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、

裁
判
所
に
と
っ
て
関
係
国
法
の
比
較
検
討
と
新
た
な
渉
外
実
質
法

創
造
と
い
う
非
常
に
大
き
な
負
担
を
も
た
ら
す
と
い
う
ヴ
ァ
ン
・

メ
ー
レ
ン
の
見
解
に
対
す
る
批
判
（
67
）
が
、
ベ
ア
マ
ン
の
方
法
論
に
対

し
て
も
あ
て
は
ま
る
。
む
し
ろ
、
国
家
（
州
）
法
の
み
を
比
較
検

討
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
と
は
異
な
り
、
ベ

ア
マ
ン
が
非
国
家
的
規
範
に
つ
い
て
の
考
察
を
も
前
提
と
し
て
い

三
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
三
）

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ド
メ
イ
ン
名
の
登
録
機
関
や
サ
ー
バ
ー
の

所
在
を
主
な
根
拠
に
そ
の
所
在
地
法
を
適
用
す
る
考
え
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
社
会
の
実
体
を
捉
え
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
標
的
に
し
て

い
た
こ
と
を
準
拠
法
決
定
の
根
拠
と
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と

考
え
る
。
わ
が
国
で
は
、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
の
国
際

裁
判
管
轄
規
定
と
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
一
七
条
規
定
の
双

方
に
お
い
て
、「
不
法
行
為
」
に
は
隔
地
的
不
法
行
為
に
お
け
る

行
為
地
だ
け
で
な
く
結
果
発
生
地
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
が
、
法
域
を
標
的
に
活
動
を
行
っ
て
い
た
か
否
か
を
判
断
基
準

と
す
る
ベ
ア
マ
ン
の
見
解
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
関
わ
る
紛
争
に
お
け
る
結
果
発
生
地
の
判
断
の
際
に
参

考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
たB

arcelona

事
件
に
お
い
て
ベ
ア

マ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
管
理
機
関
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
の
統
一
的
紛

争
処
理
政
策
の
よ
う
な
非
国
家
的
法
の
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て

指
摘
す
る
が
、
内
外
の
い
ず
れ
か
の
国
の
法
律
を
準
拠
法
と
し
て

適
用
す
る
と
考
え
る
（
69
）
わ
が
国
で
も
既
に
、「
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ

二
〇
一
〇
」
や
「
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一
規
則
及
び
慣

例
」
な
ど
の
統
一
的
商
慣
習
に
つ
い
て
は
、
援
用
可
能
統
一
規
則

と
し
て
準
拠
法
の
枠
内
で
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
70
）
。

こ
の
よ
う
に
準
拠
法
と
し
て
指
定
し
得
る
の
は
国
家
ま
た
は
国
家

あ
っ
て
も
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
の
問
題
な
ど
様
々
な
克
服

さ
れ
る
べ
き
難
問
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

ベ
ア
マ
ン
は
、
何
も
触
れ
ず
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
を
も
っ

た
裁
判
官
に
よ
る
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と

述
べ
る
に
留
ま
る
。
そ
の
他
に
も
、
財
産
関
係
事
案
の
み
な
ら
ず

家
族
関
係
事
案
の
場
合
に
も
こ
の
方
法
論
に
よ
る
の
か
と
い
う
射

程
範
囲
の
問
題
な
ど
非
常
に
多
く
の
問
題
が
残
る
が
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
つ
い
て
の
言
及
も
欠
い
て
い
る
の
は
、
や
や
物
足
り
な
さ

を
感
じ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
選
択
に
関
す
る
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
つ
い
て
の
最
初
の
論
文
で
、
基
本
的
観

念
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
論
文
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
や

む
を
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
ベ
ア
マ
ン
に
よ
る
今
後
の
理
論
の

展
開
や
他
の
研
究
者
ら
の
彼
の
見
解
に
対
す
る
反
応
に
も
注
目
し

た
い
。

最
後
に
、
ベ
ア
マ
ン
の
事
例
へ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
の

当
て
は
め
に
つ
い
て
見
る
。
先
ずG

lobalS
antaF

e

事
件
で
ア

メ
リ
カ
会
社
を
「
標
的
」
と
し
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
同
国
法
を

適
用
す
べ
き
と
す
る
主
張
は
、
裁
判
管
轄
に
関
す
る
事
例
で
は
あ

る
が
、
既
に
同
様
な
考
え
方
に
基
づ
い
た
先
例
が
あ
り
（
68
）
、
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
的
視
座
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ベ
ア
マ
ン

三
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
二
四
）

論
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
顧
慮
し
た
こ
と
に
よ
る
。
最
近
の
著

作
の
中
に
お
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
基
本
的
に
は
本
稿
で
紹
介
し
た

方
法
論
を
展
開
す
る
も
の
の
、
更
に
詳
細
な
根
拠
づ
け
を
行
っ
て

い
る
た
め
、
改
め
て
別
な
機
会
に
紹
介
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
に
は
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
定
す
る
タ
イ
ト
ル
が
付

さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ア
マ
ン
自
身
が
そ
の
方
法
論
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
紛
争
に
限
定
し
て
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

以
外
の
紛
争
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
よ
う
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
稿
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
定
す
る
タ
イ

ト
ル
を
付
け
た
の
は
、
ベ
ア
マ
ン
の
論
文
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

そ
し
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
事
例
が
い
ず
れ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顧
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ア
マ
ン
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ア
メ
リ
カ
抵

触
法
理
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
は
、
現
在
の
段
階
で

の
予
測
は
困
難
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
法
抵
触
の
関
心
は
州

際
間
に
向
い
て
い
る
た
め
、
伝
統
的
に
国
際
的
な
法
抵
触
に
つ
い

て
は
そ
の
理
論
の
当
て
は
め
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
が
（
71
）
、
ベ

ア
マ
ン
の
方
法
論
は
、
内
容
の
同
質
性
が
高
い
州
際
間
の
法
の
抵

触
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

よ
り
遥
か
に
差
異
の
大
き
な
国
際
的
な
法
抵
触
の
場
合
に
お
け
る

内
の
地
域
の
法
に
限
ら
れ
る
が
、
非
国
家
的
規
範
は
準
拠
法
の
枠

内
で
適
用
が
容
認
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
わ
が
国
の
国
際
私
法
理
論

に
お
い
て
は
、
広
く
非
国
家
的
規
範
の
適
用
を
考
慮
す
べ
き
と
す

る
ベ
ア
マ
ン
の
見
解
は
、
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
理
論
よ
り
は
受
け
入

れ
る
素
地
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
の

た
め
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
難
問
は
あ
ま
り
に
も
多
く
、
現
在
の
時

点
で
は
、
ベ
ア
マ
ン
の
理
論
の
全
面
的
な
受
け
入
れ
は
不
可
能
に

近
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

お
わ
り
に

ベ
ア
マ
ン
の
法
選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
つ
い
て
紹

介
し
、
簡
単
な
検
討
を
加
え
て
き
た
。
最
初
に
も
述
べ
た
が
、
本

稿
で
紹
介
し
た
ベ
ア
マ
ン
の
方
法
論
は
、
主
と
し
て
二
〇
〇
五
年

に
公
表
さ
れ
た
論
文
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
そ

の
後
も
様
々
な
著
作
物
を
公
表
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
少
し
旧
い
も
の
を

紹
介
し
た
の
は
、
裁
判
管
轄
に
関
す
る
問
題
を
扱
っ
た
も
の
を
除

く
と
、
ベ
ア
マ
ン
が
抵
触
法
上
の
方
法
論
に
つ
い
て
最
初
に
本
格

的
に
論
じ
た
著
作
で
あ
り
、
そ
の
見
解
が
最
も
明
確
に
展
開
さ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
彼
の
理
論
が
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
理

三
六
八



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
五
）

（
4
） 

海
外
か
ら
の
メ
ー
ル
で
架
空
の
商
談
が
持
ち
掛
け
ら
れ
、
多

額
の
金
を
騙
し
取
ら
れ
る
被
害
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
三
日
付
朝
刊
。

（
5
） 

特
に
電
子
商
取
引
紛
争
の
初
期
の
判
例
の
紹
介
が
多
い
。
多

く
の
判
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
早
川
吉
尚

「
米
国
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
上
の
紛
争
と
裁
判
管
轄
⑴
・

⑵
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
六
三
号
（
一
九
九
九
年
）
三
六
頁
以
下
、
六
七
一

号
（
一
九
九
九
年
）
四
九
頁
以
下
、
土
谷
善
輝
／
デ
イ
ン
・
河
野

／
ジ
ェ
リ
ー
・
メ
ス
テ
ッ
キ
ー
編
著
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ

る
米
国
判
例
・
法
律
100
選
（
改
訂
版
）』（
ジ
ェ
ト
ロ
・
二
〇
〇
一

年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
以
降
、

国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
無
数
の
文
献
が
公
表
さ
れ
て
い
て
、
そ

れ
ら
の
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
、R

. 
M
ichelle B

oldon, L
on

g-A
rm

 S
ta

tu
es a

n
d

 In
tern

et 
J

u
risd

iction
, 67 B

us. L
aw
. 313

（2011-2012

）.  A
ndrea 

S
lane, T

a
les, T

ech
s, a

n
d

 T
errito

ries: P
riv

a
te 

In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, G
lob

a
liza

tion
, a

n
d

 th
e L

eg
a

l 

C
on

stru
ction

 of B
ord

erlessn
ess on

 th
e In

tern
et, 71 L

aw
 

&
 C
ontem

p. P
robs. 129

（2008

）.  T
im
 G
erlach, U

sin
g 

In
tern

et C
on

ten
t F

ilters to C
reate E

-B
ord

ers to A
id

 in
 

In
tern

a
tion

a
l C

h
oice of L

a
w

 a
n

d
 J

u
risd

iction
, 26 

W
hitter L

. R
ev. 899

（2005

）. C
arlos J. R

. S
alvado, A

n
 

E
ffective P

erson
al Ju

risd
iction

 D
octrin

e for th
e In

tern
et, 

法
選
択
に
つ
い
て
も
同
様
な
方
法
論
に
よ
る
た
め
に
、
同
国
内
で

の
批
判
も
よ
り
一
層
強
く
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ベ
ア

マ
ン
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
す
の
み

で
、
生
じ
得
る
様
々
な
詳
細
な
問
題
に
つ
い
て
ま
で
は
十
分
な
検

討
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
今
後
は
詳
細
な
諸
問
題
に
つ
い
て
の
ベ

ア
マ
ン
自
身
に
よ
る
よ
り
一
層
の
考
察
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
対
す

る
国
際
私
法
研
究
者
ら
の
意
見
も
出
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
後
の
展
開
に
注
目
し
た
い
。
最
後
に
、
ベ
ア
マ
ン
の
方
法
論
は
、

国
際
私
法
体
系
が
異
な
る
わ
が
国
で
は
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
は
方
法

論
か
ら
離
れ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
型
の
国
際
私
法
体
系
に
近
づ
く
も
の

で
あ
り
、
特
に
非
国
家
的
規
範
の
適
用
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
わ

が
国
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
五
日
付
朝
刊
。

（
2
） 

日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
〇
九
年
二
月
一
八
日
付
朝
刊
。

（
3
） 

例
え
ば
、
平
成
二
五
年
度
の
情
報
通
信
白
書
に
は
、「
特
集　

『
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
Ｔ
』
の
戦
略
的
活
用
で
い
か
に
日
本
に
元
気
と
成

長
を
も
た
ら
す
か
」
と
す
る
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/johotsusintokei/w
hitepaper/ja/

h25/pdf/25honpen.pdf

）

三
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
二
六
）

B
E
R
M
A
N, G

L
O
B
A
L L

E
G
A
L P

L
U
R
A
L
IS
M 

─A J
U
R
IS
P
R
U
D
E
N
C
E O

F 
L
A
W
 B

E
Y
O
N
D B

O
R
D
E
R
S,

（C
am
bridge U

niversity 
P
ress,2012

）﹇hereinafter B
erm
an, G

lobal L
egal 

P
luralism

﹈
を
著
し
て
い
る
。
最
初
の
論
文
か
ら
こ
の
書
の
発
行

の
間
に
公
表
さ
れ
た
論
文
に
、
本
稿
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る

B
erm
an, id, C

osm
opolitan V

ision

を
除
く
と
、
以
下
が
あ
る
。

P
aul S

chiff B
erm
an, C

on
flict of L

aw
s, G

lobalization
, 

an
d

 C
osm

opolitan
 P

lu
ralism

, 51 W
ayne L

. R
ev. 1105

（2005

）; P
aul S

chiff  B
erm
an, F

rom
 In

tern
ation

al L
aw

 to 
L

aw
 an

d
 G

lobalization
, 43 C

olum
. J. T

ransnational L
. 

485

（2005

）; P
aul S

chiff B
erm
an, S

eed
in

g beyon
d

 th
e 

L
im

its of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, 84 T
ex. L

. R
ev. 1265

（2006

）; P
aul S

chiff B
erm
an, A

 P
lu

ralist A
pproach

 to 
In

tern
ation

al L
aw

, 32 Y
ale J. Int’l L

. 301

（2007

）; P
aul 

S
chiff B

erm
an, F

ed
era

lism
 a

n
d

 In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 
th

rou
gh

 th
e L

en
s of L

egal P
lu

ralism
, 73 M

issouri L
. 

R
ev. 1149

（2009

）; P
aul S

chiff B
erm
an, T

h
e N

ew
 L

egal 
P

lu
ra

lism
, 5 A

nn. R
ev. of L

. &
 S
ocial S

ciences 225

（2009

）﹇hereinafter B
erm
an, N

ew
 L
egal P

luralism

﹈; 
P
aul S

chiff B
erm
an, T

ow
a

rd
s a

 J
u

risp
ru

d
en

ce of 
H

ybrid
ity, 2010 U

tah L
. R
ev. 11; P

aul S
chiff B

erm
an, 

C
O
N
F
L
IC
T
S 
O
F L

A
W
S 
A
N
D 
T
H
E L

E
G
A
L N

E
G
O
T
IA
T
IO
N 
O
F 

D
IF
F
E
R
E
N
C
E, IN L

A
W
 A
N
D T
H
E S

T
R
A
B
G
E
R,

（A
ustin D

. S
arat, 

M
artha U

m
phrey, &

 L
aw
rence D

ouglas, eds., 2010

）.

12 U
. B
alt. Intell. P

rop. L
. J. 75

（2003

）. D
an L

. B
urk, 

Ju
risd

iction
 in

 a W
orld

 W
ith

ou
t B

ord
ers, 1V

a. J. L
. &
 

T
ech. 3

（1997

）. D
avid R

. Johnson &
 D
avid P

ost, L
aw

 an
d

 
B

ord
ers

‐T
h

e R
ise of L

aw
 in

 C
yberspace, 48 S

tan. L
. 

R
ev. 1367

（1996

）
が
あ
る
。

（
7
） 

道
垣
内
正
人
『
ポ
イ
ン
ト
国
際
私
法 

総
論
【
第
2
版
】』（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
六
六
頁
。

（
8
） 

法
廷
地
法
の
優
先
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
松
岡
博
『
ア
メ

リ
カ
国
際
私
法
の
基
礎
理
論
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）

二
五
一
頁
以
下
に
指
摘
が
あ
る
。 

但
し
、
最
近
で
は
制
限
す
る
傾

向
に
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は
、
小
林
秀
夫
『
新
版
ア
メ
リ
カ
民
事

訴
訟
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
六
五
頁
。

（
9
） 

例
え
ば
、
江
泉
芳
信
「
裁
判
管
轄
と
準
拠
法
│
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
製
造
物
責
任
訴
訟
に
み
ら
れ
る
新
し
い
観
点
│
」
青
山
法

学
論
集
第
三
一
巻
第
一
・
二
・
三
合
併
号
四
三
四
頁
（
一
九
八
九

年
）。

（
10
） P

aul S
chiff B

erm
an, T

h
e G

lo
b

a
liza

tio
n

 o
f 

Ju
risd

iction
, 151 U

. P
a. L
. R
ev. 311

（2002

）[hereinafter 
B
erm
an, G

lobalization

﹈.

（
11
） P

aul S
chiff B

erm
an, T

ow
a

rd
s a

 C
osm

op
olita

n
 

V
ision

 of C
on

flict of L
aw

s: R
ed

efin
in

g G
overn

m
en

tal 

In
terests in

 a G
lobal E

ra, 153 U
. P

a. R
ev. 1819

（2005

）

﹇hereinafter B
erm
an, C

osm
opolitan V

ision

﹈.

（
12
） 

ベ
ア
マ
ン
は
、
一
連
の
論
文
の
集
大
成
と
し
て
、P

A
U
L S

C
H
IF
F 

三
七
〇



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
七
）

バ
ー
ス
ペ
ー
ス
法
学
』
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
〜
『
ハ
ッ
カ
ー
』
の

倫
理
と
『
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
』
の
精
神
〜
⑴
〜
⒂
」
国
際

商
事
法
務
二
五
巻
一
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
一
七
一
頁
以
下
、

同
一
二
号
一
三
一
一
頁
以
下
、
二
六
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）

二
七
頁
以
下
、
同
二
号
一
四
五
頁
以
下
、
同
三
号
二
九
五
頁
以
下
、

同
四
号
四
一
〇
頁
以
下
、
同
五
号
五
二
二
頁
以
下
、
同
六
号

五
九
六
頁
以
下
、
同
七
号
七
二
一
頁
以
下
、
同
八
号
八
五
三
頁
以

下
、
同
九
号
九
五
九
頁
以
下
、
同
一
〇
号
一
〇
八
五
頁
以
下
、
同

一
一
号
一
一
九
八
頁
以
下
、
同
一
二
号
一
三
〇
九
頁
以
下
、
二
七

巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
七
六
頁
以
下
、
平
野
晋
「
サ
イ
バ
ー
ス

ペ
ー
ス
法
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
裁
判
管
轄
権
〜
電
脳
空
間
に

お
け
る
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
主
張
と
対
人
管
轄
権
に
関
す

る
米
国
主
要
判
例
の
立
場
と
分
析
〜
〔
5
〕」
国
際
商
事
法
務
二
五

巻
一
二
号
（
一
九
九
七
年
）
一
三
一
六
頁
以
下
、
平
野
晋
・
牧
野

和
夫
『﹇
判
例
﹈
国
際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
│
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス

に
お
け
る
法
律
常
識
』（
プ
ロ
ス
パ
ー
企
画
、
一
九
九
八
年
）
五
三

頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
22
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
性
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
、
以
後
の

判
例
で
も
度
々
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、A

m
erican C

ivil 
L
iberties U

nion v. Janet R
eno, 929 F

.S
upp 824, 828-832

（E
.D
.P
a.1996

）
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
特
性
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
主
と
し
て
こ
の
判
決
を
参
照
し

た
。

（
23
） A

m
erican C

ivil L
iberties U

nion, 929 F
.S
upp. at 836-

（
13
） B

erm
an, G

lobalization, su
pra note 10, at 311.

（
14
） 

特
に
、id

. at 490 ff .
（
15
） 
こ
の
長
大
な
論
文
の
中
で
展
開
さ
れ
る
理
論
が
最
も
コ
ン
パ

ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分
と
し
て
は
、id

. at 
542ff .

本
文
中
の
記
述
も
、
主
に
こ
の
部
分
を
参
照
し
て
ま
と
め
て

い
る
。

（
16
） 

例

え

ば
、id

. at 490 ff .

及

び B
erm
an, N

ew
 L
egal 

P
luralism

, su
pra note 12, at 15-3

等
。

（
17
） Id.at 15-9. 

国
際
的
な
非
政
府
の
設
置
基
準
団
体
の
例
と
し

て
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
電
気
及
び
そ
の
他
の
機
器
を
テ
ス
ト
す
る
団

体
で
あ
るU

nderw
riters L

aboratories, Inc.

や
画
の
内
容
を

評
価
す
る the M

otion P
icture A

ssociation of A
m
erica

、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ド
メ
イ
ン
名
を
管
理
す
る Internet 

C
orporation for A

ssigned N
am
es and N

um
bers

、
金
融
市
場

活
動
の
規
制
を
図
る N
ational A

ssociation of S
ecurities 

dealers

な
ど
を
挙
げ
る
。

（
18
） B

erm
an, G

lobalization, su
pra note 10, at 322.

（
19
） B

erm
an, N

ew
 L
egal P

luralism
, su

pra note 12, at 15-
6.

（
20
） 

例
え
ば
、B

erm
an, G

lobalization, su
pra note 10, at 

329ff .

な
ど
。

（
21
） 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
論
の
展
開
に

つ
い
て
は
、
少
し
前
に
日
本
で
も
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
法
研
究
会
「『
サ
イ

三
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
二
八
）

（
27
） 250 F

. S
upp. 2d 610

（E
.D
. V
a. 2003

）.

（
28
） 15 U

.S
.C
.

（2000

）.

（
29
） 

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ 

一
一
二
五
条
⒟
⑵
⒞
は
、「
対
物
訴
訟
に
お
い
て
、

ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
は
、
ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
登
録
機
関
、
登
録

簿
、
若
し
く
は
ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
を
登
録
ま
た
は
割
り
当
て
ら

れ
た
他
の
ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
機
関
の
あ
る
裁
判
管
轄
区
に
場
所

を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
従
っ
て
、
バ
ー
ジ
ニ

ア
州
に
あ
る
ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
の
登
録
機
関
会
社
で
あ
る

N
etw
ork S

olutions

が
所
有
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ド
メ
イ
ン
・

ネ
ー
ム
を
オ
ン
ラ
イ
ン
経
由
で
登
録
す
る
な
ら
ば
、
登
録
者
が
今

ま
で
に
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
が
な
く
て
も
、

或
い
は
同
社
が
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
会
社
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て

も
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
い
て
、
同
州
に
お
け
る
商
標
訴
訟
で
弁
護

す
る
よ
う
強
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
ベ
ア
マ
ン
は
指
摘
す
る
。

Id. at 1826-1827.

（
30
） 

Id
. at 1827.

（
31
） 

Id
. at 1829.

（
32
） 330 F

. 3d 617

（4
th C
ir. 2003

）.

な
お
、
第
一
審
は189 F

. 
S
upp. 2d 367

（E
.D
.V
a.2002

）
で
あ
る
。

（
33
） B

erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1832-1833.

（
34
） 

Id
. at 1833-1834.

（
35
） 169 F

. S
upp. 2d 1181

（N
.D
. C
al. 2001

）, rev’d on 
other grounds, 379 F

. 3d 1120

（9
th C
ir. 2004

）,reh’g grante 

838.
（
24
） 

こ
の
理
論
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
デ
ビ
ッ
ト
Ｒ
．
ジ
ョ
ン

ソ
ン
と
デ
ビ
ィ
ド
Ｇ
．
ポ
ス
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
基
礎
に
す

る
世
界
的
な
電
子
情
報
交
換
の
登
場
は
、
地
理
的
な
国
境
を
破
壊

し
、“real w

orld”

か
ら“virtual”

な
世
界
を
分
け
る
ス
ク
リ
ー

ン
と
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
新
た
な
境
界
を
作
り
出
し

て
い
る
。D

avid R
.Johnson and D

avid G
. P
ost, L

aw
 an

d
 

B
ord

ers-T
h

e R
ise of L

a
w

 in
 C

yb
ersp

a
ce, 48 S

tan.
L
.R
ev.1367

（1996

）, at 1367.

つ
ま
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
登
場
は
、
厳
格
に
地
域
的
な
法
規
制
を
崩
壊
さ
せ
つ

つ
あ
る
。
地
域
的
な
法
規
制
は
、
活
動
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

し
て
地
球
規
模
的
に
分
散
し
た
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
る
と
維
持

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
伝
統
的
法
原
理
に
基
づ
き
、

特
定
の
領
域
的
主
権
の
法
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
取
引
を
結
び

づ
け
る
試
み
は
満
足
が
ゆ
く
解
決
策
を
も
た
ら
さ
な
い
。
国
境
を

越
え
る
電
子
商
取
引
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
裁
判
管
轄
に
関
す

る
及
び
現
実
的
な
困
難
の
多
く
は
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
「
現

実
空
間
」
と
の
間
の
法
的
に
意
義
の
あ
る
境
を
容
認
す
る
こ
と
で
、

サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
、
法
的
分
析
の
為
の
明
白
な
「
場
」

（place

）
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
の
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。Id

. at 1378-1379.

（
25
） B
erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1819-1821.

（
26
） 

Id
. at 1821.

三
七
二



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
九
）

（
49
） 

そ
の
例
と
し
て
、
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（
第
三
次
）
は
、

四
〇
三
条
⑵
⒝
に
お
い
て
、
裁
判
官
に
国
籍
、
常
居
所
ま
た
は
経

済
的
活
動
と
い
っ
た
関
連
性
の
考
慮
を
求
め
る
、
同
項
⒡
中
に
は

「
規
制
が
国
際
的
シ
ス
テ
ム
の
伝
統
と
一
致
す
る
範
囲
で
」
と
い
っ

た
表
現
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
四
〇
三
条
中
の
他
の
非
排
他
的
な

「
合
理
性
」
の
要
因
は
、
確
実
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
枠
組
み
を

利
用
す
る
法
選
択
の
判
断
を
行
う
た
め
の
基
準
の
一
つ
と
な
る
と

す
る
。Id

, at 1863.

（
50
） 

Id
, at 1861-1864.

（
51
） 

Id
, at 1864-1867.

（
52
） 

Id
, at 1868ff .

（
53
） 

Id
, at 1868-1869.

（
54
） R

E
S
T
A
T
E
M
E
N
T

（S
E
C
O
N
D

）O
F C

O
N
F
L
IC
T O
F L

A
W
S, §

117 
cm
t. C

（1971

）.

（
55
） 

Id
. §
92.

（
56
） B

erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1869-1872.

（
57
） 

Id
, at 1872-1874.

（
58
） 

Id
, at 1874-1877.

（
59
） 

Id
, at 1877-1879.

（
60
） 124 S

. C
t. 2359

（2004

）.
（
61
） B

erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1879-1882.

（
62
） B

erm
an, N

ew
 L
egal P

luralism
, su

pra note 12, at 15-

en banc, 399 F
.3d 1010

（9
th C
ir. 2005

）.

な
お
、Y

ahoo!

事
件

に
つ
い
て
は
、
既
に
わ
が
国
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

伊
藤
敬
也
「﹇
ケ
ー
ス
ノ
ー
ト
﹈
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
秩
序
と

『
国
際
』
的
法
秩
序
〜
合
衆
国
に
お
け
るY

ahoo!, Inc. v. L
IC
R
A

に
つ
い
て
〜
」
青
山
社
会
科
学
紀
要
三
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）

九
一
頁
、
拙
稿
「
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関

す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
最
近
の
一
動
向
〜Y

ahoo!

事
件

の
展
開
〜
」
日
本
法
学
七
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
三
九
頁
。

（
36
） U

E
JF
 et L

IC
R
A
 v. Y

ahoo! Inc. E
t Y
ahoo F

rance, 
T
ribunal de G

rande de P
aris, N

o. R
G
 :00/05308, 

00/05309, M
ay 22, 2000.

（
37
） B

erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1838.

（
38
） 

Id
, at 1839ff .

（
39
） 

Id
, at 1839-1844.

（
40
） 

Id
, at 1845.

（
41
） 

Id
, at 1845-1857.

（
42
） 

Id
, at 1852.

（
43
） 

Id
, at 1852.

（
44
） 

Id
, at 1852-1853.

（
45
） 

Id
, at 1854.

（
46
） 

Id
, at 1854-1856.

（
47
） 

Id
, at 1856ff .

（
48
） 

Id
, at 1857-1861.

三
七
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
三
〇
）

10.
（
63
） 

Id
, at 15-6.

（
64
） 
も
ち
ろ
ん
、
仲
裁
判
断
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
る

例
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
例
え
ば
、
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
二
三

年
六
月
一
三
日
決
定
、
判
例
時
報
二
一
二
八
号
五
八
頁
。

（
65
） 

そ
こ
で
は
、
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
関
わ
る
事
例
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。B

erm
an, G

lobal L
egal P

luralism
, su

pra 
note 12, at 286ff .

（
66
） 

石
黒
一
憲
『
現
代
国
際
私
法
﹇
上
﹈』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
六
年
）
六
八
頁
。

（
67
） 

石
黒
・
前
掲
注（
66
）、
六
九
頁
。

（
68
） 

こ
の
よ
う
に
法
域
を
標
的
に
し
て
い
た
か
否
か
を
管
轄
権
の

有
無
の
判
断
基
準
の
一
つ
と
す
る
判
例
と
し
て
、
例
え
ば
、

B
ancroft &

 M
asters, Inc. v. A

ugusta N
ational Inc., 223 

F
.3d 1082

（2000

）, Y
oung v. N

ew
 H
aven A

dvocate, 315 
F
.3d 256

（2002

）
な
ど
が
あ
る
。

（
69
） 

溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
（
第
3
版
）』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
五
年
）
一
〇
頁
以
下
。

（
70
） 

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
6
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二

年
）
一
〇
頁
。

（
71
） 

石
黒
・
前
掲
注（
66
）、
八
一
頁
。

※
本
稿
は
、
日
本
大
学
学
術
研
究
助
成
金
の
援
助
を
得
て
行
っ
た
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
関
係
の
皆
様
方
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

三
七
四
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